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1. 背景と目的 

 

1.1  背景 

鳥取県が保有する公共施設及び土木インフラは、高度経済成長期を中心に多数整備されており、今後、

それらの老朽化に伴い維持管理費用の増加が懸念されます。一方で、人口減少や少子高齢化の進行に伴う

税収の減少、社会保障費の増加などにより、鳥取県の財政状況は厳しさを増しています。 

こうした問題を解決するため、鳥取県では土木インフラ全般について「鳥取県インフラ長寿命化計画(行

動計画)」を策定し、土木インフラの機能不全や重大事故による社会経済活動の停滞を招かないよう、適切

な維持管理によるインフラ機能の維持・コスト縮減・予算の平準化を図っています。 

 

1.2  目的 

道路構造物の中でも道路上空を横過するなど、安全性への配慮が重要な道路大型構造物（横断歩道橋、

門型標識等、道路情報提供装置、シェッド、大型カルバート）の維持管理手法について、従来の「事後保

全」から「予防保全」を基本としたメンテナンスサイクルに転換しコスト縮減を図るとともに、予算を平

準化することを目的として「鳥取県道路大型構造物長寿命化修繕計画」を策定しました。 

 

 

 

図 1.1 対象構造物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路情報提供装置 
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2. 鳥取県の取組み 

 

道路構造物については道路法施行規則の改正（平成 26年 3月 31 日公布、7月 1日施行）により、国が定

める統一的な基準によって 5 年に 1 回の頻度で、近接目視により定期的に点検を行うことが義務付けられ

ました。道路大型構造物もその対象となります。 

定期点検の対象となる大型構造物は表 2.1 のとおりで、代表的な点検項目と適用基準は表 2.2 のとおり

です。 

 

表 2.1 対象道路大型構造物一覧 

構造物分類 対象数 

横断歩道橋 19 橋 

門型標識等（高さ制限 3 基を含む） 32 基 

道路情報提供装置（門型のみ） 11 基 

ロックシェッド(3 ヶ所)，スノーシェッド(1ヶ所) 4ヶ所 

大型カルバート 21 基 

 

表 2.2 適用基準一覧 

項目 適用基準 点検頻度 

横断歩道橋 

定期点検 

・横断歩道橋本体工 

・附属物の取付 

横断歩道橋定期点検要領（平成31年 4 月）

鳥取県県土整備部 道路企画課 

5 年に 1 回 

門型標識等 

定期点検 

・標識本体工 

・支柱・取付部 門型標識等定期点検要領（平成31年 4 月）

鳥取県県土整備部 道路企画課 道路情報提供 

装置定期点検 

・道路情報提供装置本体工 

・支柱・取付部 

シェッド定期 

点検 

・シェッド本体工 

・附属物の取付 
シェッド、大型カルバート等定期点検要

領（平成 31年 4月）鳥取県県土整備部 道

路企画課 
大型カルバート 

定期点検 

・大型カルバート本体工 

・附属物の取付 

道路パトロール 

・通常パトロール 

・定期パトロール 

・夜間パトロール 

・異常時パトロール 

鳥取県道路管理パトロール実施要領 適宜 
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3. 道路大型構造物の現況 

 

道路大型構造物の建設年次を整理すると図 3.1 のグラフのようになります。 

横断歩道橋やシェッドについては建設後 40 年以上経過するものが、ほぼ半数に上りかなり老齢化が進んで

います。大型カルバートについては、建設後 20年未満の新しいものが半数以上を占めています。 

 
図 3.1 対象構造物の建設年次及び経過年数 
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4. 健全性の把握 

 

鳥取県では令和３年度までに、点検要領注 1,2,3 に基づき、ほとんどの対象構造物について近接目視による

２巡目点検を実施しました。点検時に対象とした主な損傷の種類は、表 4.1 のとおりです。 

 

表 4.1 道路大型構造物の主な損傷の種類 

材料の種類 損傷の種類 

鋼部材 腐食、き裂、破断、変形・欠損・摩耗、ゆるみ・脱落、その他 

コンクリート部材 ひびわれ、コンクリートの浮き、その他 

その他 支承の機能障害、その他 

 

   

(1)横断歩道橋        (2)門型標識等      (3)道路情報提供装置 

   

(4)大型カルバート       (5)シェッド 

写真 4.1 道路大型構造物の点検状況 

 

注 1）横断歩道橋定期点検要領 平成 31 年 4 月 鳥取県県土整備部 道路企画課 

注 2）門型標識等定期点検要領 平成 31 年 4 月 鳥取県県土整備部 道路企画課 

注 3）シェッド、大型カルバート等定期点検要領 平成 31 年 4 月 鳥取県県土整備部 道路企画課 
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5. 健全性の評価 

 

5.1  健全性評価の流れ 

健全性評価とは、道路大型構造物の機能に対する支障の有無及び措置の緊急度を判定することであり、定

期点検結果により把握された損傷状態に基づき評価します。 

 

① 定期点検において、健全性の診断の根拠となる構造物の現在の状態を、近接目視により把握します。 

② 部材ごとに、次回定期点検までの間の措置の必要性について総合的な診断を行い、健全性を 4段階で

評価します。 

③ 各部材の健全性をもとに、施設単位で総合的な健全性を 4 段階で評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 大型構造物の健全性評価の流れ 

 

 

 

 

 

  

構造物の状態の把握 

近接目視による客観的事実の評価 

部材単位の健全性評価（Ⅰ～Ⅳの 4 段階） 

・次回定期点検までの間の措置の必要性を評価 

・対策区分と健全性の区分の関係を参照（表 5.1） 

施設単位の健全性評価（Ⅰ～Ⅳの 4 段階） 

主要な部材に着目して最も厳しい評価を採用 
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5.2  部材単位の健全性評価 

各部材の対策区分を踏まえて、部材単位の健全性を表 5.1の判定区分で評価します。 

 

表 5.1 健全性の判定区分 

区分 定義 措置の基本的考え方 

Ⅰ 健全 
構造物の機能に支障が生じていな

い状態。 

監視や対策を行う必要のな

い状態 

Ⅱ 予防保全段階 

構造物の機能に支障が生じていな

いが，予防保全の観点から措置を講

ずることが望ましい状態。 

状況に応じて、監視や対策を

行うことが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 

構造物の機能に支障が生じる可能

性があり，早期に措置を講ずべき状

態。 

早期に監視や対策を行う必

要がある状態 

Ⅳ 緊急措置段階 

構造物の機能に支障が生じている，

又は生じる可能性が著しく高く，緊

急に措置を講ずべき状態。 

緊急に対策を行う必要があ

る状態 

 

出典）横断歩道橋定期点検要領 平成 31年 4月 鳥取県県土整備部 道路企画課 

門型標識等定期点検要領 平成 31年 4 月 鳥取県県土整備部 道路企画課 

シェッド、大型カルバート等定期点検要領 平成 31年 4月 鳥取県県土整備部 道路企画課 
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5.3  施設単位の健全性評価 

部材単位の健全性評価を踏まえて、施設単位の健全性（Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ）を総合的に評価します。その際の

区分も表 5.1の判定区分（Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ）を用います。 

施設単位の健全性は、基本的に構造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目し、その中で最も厳しい健

全性の評価結果を施設単位の健全性とすることを基本とします。ただし、損傷が局所的な場合等はその限り

ではありません。また、その他の部材についても、損傷により第三者被害が発生する可能性があるものにつ

いては、施設単位の健全性に反映します。 

各構造物の主要な部材とその他の部材の分類は以下のとおりです。 

 

表 5.2 各構造物の主要部材  

○横断歩道橋 

主要な部材 

上部工（主桁・床版、横梁、縦桁） 
下部工・基礎（橋台、橋脚） 

支承、落橋防止装置 

その他の部材 路上部（舗装、地覆、高欄・防護柵、排水施設、添加物） 

 
○門型標識等 

主要な部材 
支柱（支柱本体、支柱基部、その他） 
横梁（横梁本体、溶接部・継手部） 

その他の部材 

標識板等（標識板、その他（灯具等）） 
基礎（基礎コンクリート部、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ナット） 
ブラケット（ブラケット本体、ブラケット取付部） 
その他 

 
○道路情報提供装置 

主要な部材 
支柱（支柱本体、支柱基部、その他） 
横梁（横梁本体、溶接部・継手部） 

その他の部材 

標識板等（道路情報板、その他（灯具等）） 

基礎（基礎コンクリート部、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・ナット） 
ブラケット（ブラケット本体、ブラケット取付部） 
その他 

 
○シェッド 

主要な部材 

上部工（頂版、主梁、横梁、山側柱、谷側柱、頂版ブレース、 
柱ブレース） 

下部工・基礎（山側受台、谷側受台） 
支承・翼壁（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ（柱基部）） 

その他の部材 その他（舗装、頂版上面、山側擁壁、落石防護柵） 

 
○大型カルバート 

主要な部材 
本体工（頂版、側壁、底版） 
翼壁（ウイング） 

その他の部材 路上部 
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6. 定期点検結果 

 

6.1  点検結果 

令和 3年度までに実施した定期点検の結果により、以下のことがわかりました（大型カルバート 2基は令

和 4 年に竣工であり、初回点検が令和 7年の予定）。 

 

≪健全性の状況≫ 

○いずれの構造物についても、緊急措置が必要となる「健全性Ⅳ 緊急措置段階」のものはありませんでし

た。 

○横断歩道橋の 3 橋、門型標識等の 6 基、道路情報提供装置の 1基、シェッドの 3 ヶ所が早期に措置を講

ずべき状態である、「健全性Ⅲ 早期措置段階」となっています。 

 

表 6.1 点検結果（健全性評価結果） 

健全性 横断歩道橋 門型標識等 
道路情報 
提供装置 

シェッド 
大型 

カルバート 

Ⅰ 健全 3 橋 5 基 2基 － 1基 

Ⅱ 予防保全段階 13橋 21基 8基 1ヶ所 18 基 

Ⅲ 早期措置段階 3 橋 6 基 1基 3ヶ所 － 

Ⅳ 緊急措置段階 － － － － － 

合   計 19橋 32基 11 基 4ヶ所 19 基 

 

 

図 6.1 点検結果（健全性の分布） 
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6.2  各構造物の損傷の傾向 

(1)横断歩道橋 

 横断歩道橋では、定期的に修繕が実施されており、健全度Ⅲの割合は比較的低い。また損傷が局所的な場

合があるため、施設単位の健全性Ⅲの割合も低くとどまっています。 

 

 

図 6.2 部材別の健全性評価結果（横断歩道橋） 

 

(2)門型標識等 

 門型標識等では、横梁の健全性Ⅲ以上の割合が 19%とやや高い傾向にあります。また、支柱の健全性Ⅲ以上

の割合が 9％となっており、総合的な判定を踏まえ、施設単位の健全性Ⅲの割合は 19%となっています。 

 
図 6.3 部材別の健全性評価結果（門型標識等） 
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(3)道路情報提供装置 

 道路情報提供装置については、横梁で健全性Ⅲの構造物が少数ある。このうち衝突による局所的な変形な

どを除いた１施設が施設単位の健全性Ⅲとなっています。 

 

図 6.4 部材別の健全性評価結果（道路情報提供装置） 

 

(4)シェッド 

 シェッドは全体で 4ヶ所が対象であるが、そのうち 3ヶ所の上部工の健全性がⅢとなっており、施設単位に

おいても健全性Ⅲとなっている。 

 
図 6.5 部材別の健全性評価結果（シェッド） 

 

(5)大型カルバート 

 大型カルバートは全体で 19 基が対象であるが、ほとんどが局所的な損傷であり、構造物全体への影響が小

さいことから、施設単位では健全性Ⅰ又はⅡと判定している。 

 
図 6.6 部材別の健全性評価結果（大型カルバート） 



鳥取県道路大型構造物長寿命化計画 

 

- 11 - 

 

≪損傷事例≫ 

○横断歩道橋 

      

 【上部工（主桁）：腐食、健全性Ⅲ】       【階段部（蹴上）：腐食、健全性Ⅱ】 

 

○門型標識等 

      

【横梁（標識板取付部）：腐食、健全性Ⅲ】       【支柱基礎：腐食、健全性Ⅲ】 

 

○道路情報提供装置 

      

【支柱内部：滞水、健全性Ⅱ】          【横梁取付部：腐食、健全性Ⅱ】 

 

写真 6.1 損傷事例(1) 
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○シェッド 

      

【横梁：腐食、健全性Ⅲ】      【下部工（山側受台）：アルカリ骨材反応の疑い 

があるひび割れ、健全性Ⅲ】 

 

○大型カルバート 

      

【本体工（頂版）：ひびわれ、健全性Ⅱ】      【翼壁部（ウイング）：うき、健全性Ⅲ】 

 

写真 6.2 損傷事例(2) 
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7. 道路大型構造物長寿命化修繕計画の基本方針 

 

7.1  道路大型構造物長寿命化修繕計画の基本方針 

  道路大型構造物長寿命化修繕計画の基本方針は次のとおりとします。 

 

 

１) ライフサイクルコストの比較 

これまで鳥取県では、構造物に大きな変状が確認されてから補修・更新を行う、対症療法の「事後保全」

で維持管理を行ってきました。本計画では、まず「事後保全」と「予防保全」のライフサイクルコストの比

較を行います。 

 

 

図 7.1 事後保全と予防保全のライフサイクルコストの概念図 
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２) 予防保全・時間計画保全への移行 

ライフサイクルコストの結果を踏まえ、従来型の「事後保全」から事業費縮減が可能な「予防保全」へと

移行します。ただし、日常点検や定期点検では機能の低下や故障の予見が難しく、予防保全への移行が困難

な構造物については、「時間計画保全」へと移行します。 

 

                    長寿命化修繕計画 

従来手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2 保全手法の転換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての道路大型構造物 

・横断歩道橋 

・門型標識等 

・シェッド 

・大型カルバート 

・道路情報提供装置 

「時間計画保全」とは 

「時間計画保全」は耐用年数等毎に更新を行い、機能の維持を図る保全手法のことで

す。日常点検や定期点検では機能の低下や故障の予見が難しく、性能保証の面からも延

命化が困難で、耐用年数毎の更新が避けられない施設・設備等に適用されます。 

道路情報提供装置の電気通信設備は日常点検では故障など不具合の予見が困難であ

り、電気通信設備の耐用年数によって施設全体を更新せざるを得ないため、この「時間

計画保全」を採用します。 

「予防保全」とは 

「予防保全」は定期点検の結果を踏まえて、損傷が大きくなる前の段階で修繕を行う

手法です。横断歩道橋、門型標識等、シェッド、大型カルバートは日常点検や定期点検

に損傷程度、機能の低下が把握できるため、この保全手法を適用します。 
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３）新技術の活用、集約化・撤去の検討 

(1)-1 横断歩道橋の新技術等の活用方針 

【定期点検・詳細調査】 

鳥取県では、交通規制を容易に行うことができる路線の場合は、従来どおり高所作業車を用いた近接目視

による点検・調査を基本とします。ただし、交通規制を行うことにより社会的・経済的損失が大きいと判断

する場合は新技術の活用を検討します。 

新技術の活用についての検討は、「点検支援技術性能カタログ 令和 6年 4 月（国土交通省）」を参考に行

いますが、その他近接目視点検を充実・補完・代替する技術などの活用についても検討します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 ・支柱埋設部の腐食調査には、非破壊で腐食状況を確認することが可能な「鋼板腐食検査器」などの採用を

検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼板腐食検査器を使用した調査 
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【修繕工事】 

修繕工事については、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム

（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の積極的な活用を図ります。 

また、NETIS 未登録の技術であっても有効性があると判断した工法や材料については、同様に積極的に活

用します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

(1)-2 横断歩道橋の集約化・撤去の検討方針 

横断歩道橋の集約化・撤去の検討方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)-1 門型標識等の新技術等の活用方針 

【定期点検・詳細調査】 

鳥取県では、交通規制を容易に行うことができる路線の場合は、従来どおり高所作業車を用いた近接目視

による点検・調査を基本とします。ただし、交通規制を行うことにより社会的・経済的損失が大きいと判断

する場合は新技術の活用を検討します。 

新技術の検討にあたっては、「点検支援技術性能カタログ 令和 6年 4月（国土交通省）」を参考に検討し

ますが、その他近接目視点検を充実・補完・代替する技術などの活用についても検討します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

  

・鋼材の塗装塗り替えについては、発錆リスクである赤錆を黒錆へ転換して防食することができ、かつ厚膜塗

料による長期耐候性も期待できる『長期耐候性錆転換防食塗装』などの採用を検討します。 

・腐食により欠損した鋼材断面の補修には、FRPシートを貼り付けることで高い防錆性が期待できる『紫外線

硬化型 FRPシート工』などの採用を検討します。 

・老朽化等により現状のままでは継続利用が困難(健全性Ⅲ以上) な横断歩道橋については、今後も同等以

上の機能が必要な場合には「修繕」または「架替」を検討します。 

・大規模な補修が必要となる横断歩道橋については、歩行者利用状況、車両交通量の変化、通学路の指定状

況、バリアフリーへの対応等を踏まえて地元住民や学校関係者等と協議を行い、状況に応じて「撤去+平

面横断歩道」への変更を検討します。 

・集約化・撤去対象の検討を行いましたが、管理する施設は沿線施設が集中する等日常生活に欠かせない路

線上に位置しており、迂回する場合、安全性や社会活動等に影響を与えるため集約化・撤去を行うことが

困難な状況です。今後、周辺の状況や施設の利用状況に応じて、再度検討を行います。 
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・支柱埋設部の腐食調査には、地表から磁場測定することにより非破壊で埋設部支柱全周の腐食割合が計測で

きる「鋼製支柱の埋設部腐食検査装置」などの採用を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋設部腐食検査装置を使用した調査 

 

 

【修繕工事】 

修繕工事については、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム

（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の積極的な活用を図ります。 

また、NETIS 未登録の技術であっても有効性があると判断した工法や材料については、同様に積極的に活

用します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 
 
 
 
  

・支柱が腐食により欠損した場合、これまでは取替えることが一般的でしたが、強度と耐腐食性が金属と同等

以上の「FRPシートによる支柱補強工法」などの採用を検討します。 

・滞水により腐食が進行しやすい支柱地際部は、塗装により防食することが一般的ですが、再劣化することが

多い部位であるため、亜鉛系防食材料を用いた電気防食装置を設置し、防食性能を向上することができる「支

柱地際部防食工」などの採用を検討します。 
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(2)-2 門型標識等の集約化・撤去の検討方針 

門型標識等の集約化・撤去の検討方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)-1 道路情報提供装置の新技術等の活用方針 

【定期点検・詳細調査】 

鳥取県では、交通規制を容易に行うことができる路線の場合は、従来どおり高所作業車を用いた近接目視

による点検・調査を基本とします。ただし、交通規制を行うことにより社会的・経済的損失が大きいと判断

する場合は新技術の活用を検討します。 

新技術の検討にあたっては、「点検支援技術性能カタログ 令和 6年 4月（国土交通省）」を参考に検討し

ますが、その他近接目視点検を充実・補完・代替する技術などの活用についても検討します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

  

・老朽化等により現状のままでは継続利用が困難(健全性Ⅲ以上)な大型標識については、今後も同等以上の

機能が必要な場合は「修繕」または「取替」を検討します。なお、門型標識の取替えについては、維持管

理が容易な片持ち形式への変更を検討します。 

・道路整備状況や周辺環境の変化等により不要と判断した大型標識は「撤去」を検討します。 

・近接する道路情報板や道路案内標識など、他の公共施設との集約が可能な場合は、「集約」を検討します。 

・集約化・撤去対象の検討を行いましたが、現状では道路利用者への適切な案内を実施するためには現在の

位置が適切であり、集約化・撤去を行うことが困難な状況です。今後、周辺の状況や施設の利用状況に応

じて、不要と判断した標識は「撤去」、または他の公共施設との集約が可能な場合には「集約」を検討し

ます。 

門型形式（オーバーヘッド形式） 片持ち形式（オーバーハング形式） 

更新 

※視認性等の機能は確保する 
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・支柱埋設部の腐食調査には、地表から磁場測定することにより非破壊で埋設部支柱全周の腐食割合が計測で 

きる「鋼製支柱の埋設部腐食検査装置」などの採用を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋設部腐食検査装置を使用した調査 

 

【修繕工事】 

修繕工事については、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム

（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の積極的な活用を図ります。 

また、NETIS 未登録の技術であっても有効性があると判断した工法や材料については、同様に積極的に活

用します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 
 
  
  

・支柱が腐食により欠損した場合、これまでは取替えることが一般的でしたが、強度と耐腐食性が金属と同

等以上の「FRPシートによる支柱補強工法」などの採用を検討します。 

・滞水により腐食が進行しやすい支柱地際部は、塗装により防食することが一般的ですが、再劣化すること

が多い部位であるため、亜鉛系防食材料を用いた電気防食装置を設置し、防食性能を向上することができ

る「支柱地際部防食工」などの採用を検討します。 
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・鋼部材の腐食調査（板厚調査）には、ケレン不要で錆上からの計測が可能な「鋼板腐食検査器）」などの

採用を検討します。 

＜新技術を活用した点検例＞ 

(3)-2 道路情報提供装置の集約化・撤去の検討方針 

道路情報提供装置の集約化・撤去の検討方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)-1 シェッドの新技術等の活用方針 

【定期点検・詳細調査】 

鳥取県では、交通規制を容易に行うことができる路線の場合は、従来どおり高所作業車を用いた近接目視

による点検・調査を基本とします。ただし、交通規制を行うことにより社会的・経済的損失が大きいと判断

する場合は、新技術の活用を検討します。また、鋼製部材の板厚調査については、コスト縮減や作業の効率

化が可能となる新技術の活用を検討します。 

新技術の活用についての検討は、「点検支援技術性能カタログ 令和 6年 4 月（国土交通省）」を参考に行

いますが、その他近接目視点検を充実・補完・代替する技術などの活用についても検討します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

鋼板腐食検査器を使用した調査 

  

・老朽化等により現状のままでは継続利用が困難(健全性Ⅲ以上)な道路情報提供装置については、今後も

同等以上の機能が必要な場合は「修繕」または「取替」を検討します。 

・道路整備状況や周辺環境の変化等により不要と判断した道路情報提供装置は「撤去」を検討します。 

・近接する道路情報提供装置との集約が可能な場合は、「集約」を検討します。 

・集約化・撤去対象の検討を行いましたが、管理する施設は緊急輸送道路等の重要な路線上に位置してお

り、社会活動等に影響を与えるため集約化・撤去を行うことが困難な状況です。今後、周辺の状況や施

設の利用状況に応じて、再度上記のとおり検討を行います。 
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【修繕工事】 

修繕工事については、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム

（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の積極的な活用を図ります。 

また、NETIS 未登録の技術であっても有効性があると判断した工法や材料については、同様に積極的に活

用します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

(4)-2 シェッドの集約化・撤去の検討方針 

シェッドの集約化・撤去の検討方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)-1 大型カルバートの新技術等の活用方針 

【定期点検・詳細調査】 

鳥取県では、交通規制を容易に行うことができる路線の場合は、従来どおり高所作業車を用いた近接目視

による点検・調査を基本とします。ただし、交通規制を行うことにより社会的・経済的損失が大きいと判断

する場合は新技術の活用を検討します。 

新技術の活用についての検討は、「点検支援技術性能カタログ 令和 6年 4 月（国土交通省）」を参考に行

いますが、その他近接目視点検を充実・補完・代替する技術などの活用についても検討します。 

 

 

  

・コンクリート部材のひび割れ補修については、注入器具を用いることなくひび割れ深部まで接着可能な『塗

布型ひび割れ注入工法』などの採用を検討します。 

・鋼材の塗装塗り替えについては、発錆リスクである赤錆を黒錆へ転換して防食することができ、かつ厚膜塗

料による長期耐候性も期待できる『長期耐候性錆転換防食塗装』などの採用を検討します。 

・老朽化等により現状のままでは継続利用が困難(健全性Ⅲ以上) なロックシェッド及びスノーシェッドにつ

いては、今後も同等以上の機能が必要な場合には「修繕」または「更新」を検討します。 

・集約化・撤去対象の検討を行いましたが、ロックシェッド及びスノーシェッドは落石や雪崩から道路利用の

安全を確保する施設であり、迂回する場合、安全性や社会活動等に影響を与えるため集約化・撤去を行うこ

とが困難な状況です。そのため、基本的には集約化・撤去ではなく長寿命化を図っていく計画としますが、

道路整備状況や周辺環境の変化等により不要と判断した場合は地元住民や利用者と協議を行い、状況に応

じて「道路閉鎖」や「撤去」を検討します。 
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【修繕工事】 

修繕工事については、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム

（NETIS）」を活用する等、維持管理に関する最新技術の積極的な活用を図ります。 

また、NETIS 未登録の技術であっても有効性があると判断した工法や材料については、同様に積極的に活

用します。 

新技術の活用方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

(5)-2 大型カルバートの集約化・撤去の検討方針 

大型カルバートの集約化・撤去の検討方針は、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・長期の交通規制が困難なコンクリート部材のひび割れ補修については、注入器具を用いることなくひび割れ

深部まで接着可能な『塗布型ひび割れ注入工法』などの採用を検討します。 

・コンクリート片の剥落防止対策として、コンクリート表面にポリウレタン樹脂を塗るだけで優れたはく落防

止性能を発揮し、従来のような繊維シートの接着が不要で工期短縮が図れるなどの採用を検討します。 

・老朽化等により現状のままでは継続利用が困難(健全性Ⅲ以上)な大型カルバートについては、今後も同等

以上の機能が必要な場合には「修繕」または「更新」を検討します。 

・集約化・撤去対象の検討を行いましたが、大型カルバートは道路を跨ぐ、交通の安全や輸送時間短縮に重

要な施設であることや、緊急輸送道路に位置する施設もあり、迂回する場合に安全性や社会活動等に影響

を与えるため集約化・撤去を行うことが困難な状況です。そのため、基本的には集約化・撤去ではなく長

寿命化を図っていく計画としますが、道路整備状況や周辺環境の変化等により交差道路が不要となる場合

は、地元住民や利用者と協議を行い、状況に応じて「通行止め」や「撤去」を検討します。 
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４）費用の縮減に関する取組み 

(1) 横断歩道橋の費用の縮減に関する取組み 

横断歩道橋の費用の縮減に関する取組みは、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

(2) 門型標識等の費用の縮減に関する取組み 

門型標識等の費用の縮減に関する取組みは、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

(3) シェッド・大型カルバートの費用の縮減に関する取組み 

シェッド・大型カルバートの費用の縮減に関する取組みは、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

大型カルバートの修繕工事においては、前回定期点検の結果、早期に修繕が必要な箇所はありませんが、今

後修繕を行う場合には、国土交通省「新技術情報提供システム（NETIS）」等を参考とし、積極的な新工法・新

材料の活用によってコスト縮減を図ります。 

 

 

  

・従来の事後保全型から予防保全型の管理へ転換し、今後 100 年間で約 3.2 億円のコストの縮減を目指

します。 

・今後 5年間で、定期点検・詳細調査においては 15 基程度、修繕工事においては 4 基程度について新技

術・新材料等を活用し、合計 0.7 百万円のコスト縮減を目指します。 

・従来の事後保全型から予防保全型の管理へ転換し、今後 100 年間で約 7 億円のコストの縮減を目指し

ます。 

・今後 5 年間で、定期点検・詳細調査においては 9 橋程度、修繕工事においては 2 橋程度について新技

術・新材料等を活用し、合計 3.7百万円のコスト縮減を目指します。 

・従来の事後保全型から予防保全型の管理へ転換し、今後 100年間で約 22億円のコストの縮減を目指し

ます。 

・今後 5 年間で、定期点検・詳細調査においては 1 基、修繕工事においては 2 基程度について新技術・新

材料等を活用し、合計 17 百万円のコスト縮減を目指します。 
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５）事業費の平準化 

限られた財源の中では、対象構造物すべてを一度に修繕することが困難な状況であることから、単年度に

事業費が集中しないよう、対象構造物の中で優先順位をつけ、修繕年度について、予防保全は後ろへ、時間

計画保全は前へ調整することで、年度別事業費の平準化を図ります。 

 

後ろ倒しによる平準化 

 

図 7.3 事業費平準化の概念図（予防保全） 

 

前倒しによる平準化 

 

図 7.4 事業費平準化の概念図（時間計画保全） 

 

(4)計画期間 

計画期間は令和 7年度～令和 11 年度までの 5 年間とします。 

 

 

  

事
業
費

年 度

事
業
費

年 度

事
業
費

年 度

事
業
費

年 度
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7.2  道路大型構造物長寿命化修繕計画の流れ 

道路大型構造物長寿命化修繕計画の流れを図 7.5に示します。 

定期点検の結果や既往の研究成果を基に、管理水準、補修実施時期を設定します。 

次に、健全度に対応した標準的な補修工法、ライフサイクルコストの縮減を検討した上で、必要な費用等

の年度別事業費を算出します。 

次に、構造物の補修時期が重なり事業費が集中した場合に、優先して修繕すべき構造物を選定するため、

優先順位の設定を行います。 

最後に、年度ごとの予算規模を想定し、補修時期を調整した上で平準化を行います。 

この長寿命化修繕計画に基づき各構造物の補修設計・補修工事を実施するとともに、今後の定期点検結果

や補修工事の結果を整理・記録し、次回計画時の資料とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.5 道路大型構造物長寿命化修繕計画の流れ 

 

  

日常点検(パトロール) 

定期点検の実施 

 

道路大型構造物 

長寿命化修繕計画 
8.1 

管理水準の設定 

補修実施時期の設定 

緊急措置が 

必要な場合 

補修設計・補修工事の実施 

8.2 

年度別事業費の算定 

（ＬＣＣの検討） 

8.3 

優先順位の設定 

8.4 

事業費の平準化 
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8. 道路大型構造物長寿命化修繕計画の詳細 

 

8.1  管理水準の設定・補修実施時期の設定 

これまでは、健全性Ⅲあるいは健全性Ⅳになってから補修を行う「事後保全」でしたが、今後は健全性

Ⅱの段階で対策を行う「予防保全」または「時間計画保全」としていきます。それぞれの保全手法の管理

水準のイメージをグラフ化すると表 8.1のようになります。 

劣化程度の推定、補修実施時期、更新時期の設定は、点検結果、経過年数より作成した劣化予測式から

導くのが理想です。しかし、今回の場合、対象構造物のデータ数が少なく、劣化予測式の精度が低く不適

であることから、既往の研究成果により、補修時期や更新時期を設定しました。表 8.2に設定した更新時

期を示します。 

 

表 8.1 保全手法ごとの健全度と経過年数のイメージ 

保全手法 健全度と経過年数のイメージ 適用構造物 

予防保全 

 

横断歩道橋 

門型標識等 

シェッド 

大型カルバート 

時間計画保全 

 

道路情報 

提供装置 

事後保全 

 

従来型であり 

適用しない 
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表 8.2 保全手法と目標の目安 

 
保全手法 

更新時期 

長寿命化目標 無対策の場合(事後保全) 

横断歩道橋 予防保全 建設後 80年※1 建設後 60年※2 

門型標識等 予防保全 建設後 50年※3 建設後 40年※4 

道路情報提供装置 時間計画保全 建設後 22年※5 - 

シェッド 予防保全 建設後 100 年※6 建設後 60年※7 

大型カルバート 予防保全 建設後 100 年※8 建設後 60年※9 

 

※1：鋼道路橋の平均寿命は最大 100年と言われています（道路橋の寿命推計に関する調査研究、国総研資

料第 223 号、平成 16 年 12月）。道路橋に比べて横断歩道橋は、使用鋼材の板厚が薄いことを考慮し

80 年としました。 

※2：新設塗装（C-5系）の塗装耐用寿命 45年に鋼材の腐食減厚年数 15 年を加えて 60年としました。 

※3：道路標識維持管理マニュアル(案)（H20.9 (社)全国道路標識・標示業協会）の資料より「都市・工

業地帯」における耐用年数 34～53年より、50 年としました。 

※4：メッキ層の耐用年数 25年と鋼材の腐食減厚年数 15年を合計して 40年としました。  

※5：電気通信施設維持管理計画作成の手引き(案)、平成 25年 6 月、国土交通省より「延命化後の期待寿

命」22年を用いました。 

※6：対象シェッドの主構造は鋼構造なので鋼道路橋と同等と考え、「道路橋の寿命推計に関する調査研

究、国総研資料第 223 号、平成 16年 12月」の鋼道路橋平均寿命の最大値 100年を用いました。 

※7：新設塗装（C-5系）の塗装耐用寿命 45年に鋼材の腐食減厚年数 15 年を加えて 60年としました。 

※8：大型カルバートはコンクリート構造なので道路橋と同等と考え「道路橋の寿命推計に関する調査研

究、国総研資料第 223 号、平成 16年 12月」のコンクリート道路橋平均寿命の最大値 100年を用いま

した。 

※9：「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年大蔵省令第十五号）令和 2 年財務省令第二十

六号による改正 財務省」より、コンクリート橋の耐用年数 60年としました。 
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8.2  年度別事業費の算定 

(1)横断歩道橋の年度別事業費算出 

横断歩道橋は予防保全の場合、建設後 80 年間利用可能です。これに対して、事後保全の場合は、建設後

60年で更新が必要になります。 

今後 100 年間において、鳥取県が管理する横断歩道橋 19 橋について両方の保全手法による補修費用を比

較しました(図 8.1)。結果として 100年間では、予防保全（約 44億円）の方が事後保全（約 51億円）に比

べて、約 7億円(約 14%)の事業費を縮減することができるため、「予防保全」手法を採用します。 

 

 

 
図 8.1 予防保全と事後保全の違いによる事業費比較（横断歩道橋） 

約 7 億円 
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(2)門型標識等の年度別事業費算出 

門型標識等は予防保全の場合、建設後 50 年間利用可能です。これに対して、事後保全の場合は、建設後

40年で更新が必要になります。 

今後 100 年間において、鳥取県が管理する門型標識等 32 基について両方の保全手法による補修費用を比

較しました(図 8.2)。結果として 100 年間では、予防保全（約 9.3 億円）の方が事後保全（約 12.5 億円）

に比べて約 3.2億円（約 25％）の事業費を縮減することができるため、「予防保全」手法を採用します。 

 

 

 

 
図 8.2 予防保全と事後保全の違いによる事業費比較（門型標識等） 

  

約 3.2 億円 
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(3)道路情報提供装置の年度別事業費算出 

道路情報提供装置については、電気設備であるため点検で故障等の予見が困難です。したがって、部品交

換など部品単位の「時間計画保全」による補修を行い、さらに機器全般の保守部品調達が困難となる建設後

22年目には機器全体の「時間計画保全」による更新を行います。 

今後 100年間において、鳥取県が管理する道路情報提供装置11基について事業費を算出しました(図8.3)。

結果として 100年間では、約 33 億円の事業費が必要です。 

 

 

図 8.3 時間計画保全による事業費（道路情報提供装置） 
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(4)シェッドの年度別事業費算出 

シェッドは予防保全の場合、建設後 100 年間利用可能です。これに対して、事後保全の場合は、建設後 60

年で更新が必要になります。 

今後 100 年間において、鳥取県が管理するシェッド 4 ヵ所について両方の保全手法による事業費を比較

しました(図 8.4)。結果として 100年間では、予防保全（約 30億円）の方が事後保全（約 36億円）に比べ

て、約 6億円(約 17%)の事業費を縮減することができるため、「予防保全」手法を採用します。 

 

 

 

 
図 8.4 予防保全と事後保全の違いによる事業費比較（シェッド） 

約 6 億円 
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(5)大型カルバートの年度別事業費算出 

大型カルバートは予防保全の場合、建設後 100年間利用可能です。これに対して、事後保全の場合は、建

設後 60年で更新が必要になります。 

今後 100 年間において、鳥取県が管理する大型カルバート 21 基について両方の保全手法による事業費を

比較しました(図 8.5)。結果として 100年間では、予防保全（約 48億円）の方が事後保全（約 64 億円）に

比べて、約 16億円(約 25%)の事業費を縮減することができるため、「予防保全」手法を採用します。 

 

 

 

 
図 8.5 予防保全と事後保全の違いによる事業費比較（大型カルバート） 

約 16 億円 
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8.3  優先順位の設定 

(1)横断歩道橋の優先順位の設定 

横断歩道橋の補修における優先順位は、表 8.3 の考えに沿って決定します。 

 

表 8.3 横断歩道橋の補修における優先順位の考え方 

 第 1仕分け 
(健全性) 

第２仕分け 
(緊急輸送路を跨ぐ) 

第３仕分け 
(道路交通量の多さ) 

第４仕分け 
（橋長） 

高←

優
先
順
位→

低 

①健全性Ⅳ 
 

②健全性Ⅲ 
 

③健全性Ⅱ 
 

④健全性Ⅰ 

①緊急輸送路 
 

②その他の路線 

①道路交通量 
10,000 台/日以上 

 
②道路交通量 
4,000～10,000 台/日 

 
③道路交通量 

4,000 台/日未満 

橋長が長いもの
を優先的に整備 

 

○第 1 仕分け：健全性が低いものを最優先に補修します。 

○第 2 仕分け：緊急輸送道路を優先的に補修します。 

○第 3 仕分け：道路交通量が多い（利用者が多い）路線を優先的に補修します。 

○第 4 仕分け：同一の優先順位グループの中で橋長が長いものを優先的に補修します。 

 

 

図 8.6 横断歩道橋の優先順位仕分けフロー図 

第1仕分け
（健全性）

第2仕分け
（緊急輸送道路を跨ぐ）

第3仕分け
（交通量）

第4仕分け
（橋長）

Ⅳ 緊急輸送道路 橋長が長いものを上位とする。10.000台/日以上

4.000～10.000台/日 橋長が長いものを上位とする。

橋長が長いものを上位とする。4.000台/日未満

その他の路線 10.000台/日以上 橋長が長いものを上位とする。

4.000～10.000台/日 橋長が長いものを上位とする。

4.000台/日未満 橋長が長いものを上位とする。

Ⅲ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 橋長が長いものを上位とする。

4.000～10.000台/日 橋長が長いものを上位とする。

4.000台/日未満 橋長が長いものを上位とする。

その他の路線 10.000台/日以上 橋長が長いものを上位とする。

4.000～10.000台/日 橋長が長いものを上位とする。

4.000台/日未満 橋長が長いものを上位とする。

Ⅱ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 橋長が長いものを上位とする。

4.000～10.000台/日 橋長が長いものを上位とする。

4.000台/日未満 橋長が長いものを上位とする。

その他の路線 10.000台/日以上 橋長が長いものを上位とする。

4.000～10.000台/日 橋長が長いものを上位とする。

4.000台/日未満 橋長が長いものを上位とする。
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(2)門型標識等の優先順位の設定 

門型標識等の補修における優先順位は、表 8.4 の考えに沿って決定します。 

 

表 8.4 門型標識等の補修における優先順位の考え方 

 
第 1仕分け 
(健全性) 

第２仕分け 
(緊急輸送路) 

第３仕分け 
（道路交通量の多さ） 

第４仕分け 
（道路幅員） 

高←

優
先
順
位→

低 

①健全性Ⅳ 
 

②健全性Ⅲ 
 

③健全性Ⅱ 
 

④健全性Ⅰ 

①緊急輸送路 
 

②その他の路線 

①道路交通量 
10,000 台/日以上 

 
②道路交通量 

4,000～10,000 台/日 
 
③道路交通量 

4,000 台/日未満 

道路幅員が広い
ものを優先的に
整備 

 

○第 1 仕分け：健全性が低いものを最優先に補修します。 

○第 2 仕分け：緊急輸送道路を優先的に補修します。 

○第 3 仕分け：道路交通量が多い（利用者が多い）路線を優先的に補修します。 

○第 4 仕分け：同一の優先順位グループの中で道路幅員が広い（門型標識の支柱が長い）ものを優先的に

補修します。 

 

 

図 8.7 門型標識等の優先順位仕分けフロー図 

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

Ⅳ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

Ⅲ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

Ⅱ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

第1仕分け
（健全性）

第2仕分け
（緊急輸送道路を跨ぐ）

第3仕分け
（交通量）

第4仕分け
（道路幅員）

4.000～10.000台/日
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(3)道路情報提供装置の優先順位の設定 

道路情報提供装置の補修における優先順位は、表 8.5の考えに沿って決定します。 

 

表 8.5 道路情報提供装置の補修における優先順位の考え方 

 第 1 仕分け 
(健全性) 

第２仕分け 
(情報の種類) 

第３仕分け 
(緊急輸送路) 

第４仕分け 
（道路交通量の多

さ） 

第５仕分け 
（道路幅員） 

高←

優
先
順
位→

低 

①健全性Ⅳ 
 

②健全性Ⅲ 
 

③健全性Ⅱ 
 

④健全性Ⅰ 

①トンネル 
情報板 

 
②道路情報板 

①緊急輸送路 
 

②その他の 
路線 

①道路交通量 
10,000 台/日以上 

 
②道路交通量 
4,000～10,000 台/日 
 
③道路交通量 

4,000 台/日未満 

道路幅員が広
いものを優先
的に整備 

 

○第 1 仕分け：健全性が低いものを最優先に補修します。 

○第 2 仕分け：トンネル情報板は緊急性が高いので優先的に補修します。 

○第 3 仕分け：緊急輸送道路を優先的に補修します。 

○第 4 仕分け：道路交通量が多い（利用者が多い）路線を優先的に補修します。 

○第 5 仕分け：同一の優先順位グループの中で道路幅員が広い（施設延長が長い）ものを優先的に補修し

ます。 

 

 

図 8.8 道路情報提供装置の優先順位仕分けフロー図 

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

第1仕分け
（健全性）

第2仕分け
（情報の種類）

第3仕分け
（緊急輸送道路を跨ぐ）

第4仕分け
（交通量）

第5仕分け
（道路幅員）

Ⅳ トンネル情報板 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

道路情報板 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

Ⅲ トンネル情報板 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

道路情報板 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

Ⅱ トンネル情報板 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

道路情報板 緊急輸送道路 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 道路幅員が広いものを上位とする

4.000～10.000台/日 道路幅員が広いものを上位とする

4.000台/日未満 道路幅員が広いものを上位とする
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(4)シェッドの優先順位の設定 

シェッドの補修における優先順位は、表 8.6の考えに沿って決定します。 

 

表 8.6 シェッドの補修における優先順位の考え方 

 第 1 仕分け 
(健全性) 

第２仕分け 
(緊急輸送路) 

第３仕分け 
（道路交通量の多

さ） 

第４仕分け 
（延長） 

高←

優
先
順
位→

低 

①健全性Ⅳ 
 

②健全性Ⅲ 
 

③健全性Ⅱ 
 

④健全性Ⅰ 

①緊急輸送路 
 

②その他の路線 

①道路交通量 
10,000 台/日以上 

 
②道路交通量 
4,000～10,000 台/日 

 
③道路交通量 

4,000 台/日未満 

シェッド本体の
延長が長いもの
を優先的に整備 

 

○第 1 仕分け：健全性が低いものを最優先に補修します。 

○第 2 仕分け：緊急輸送道路を優先的に補修します。 

○第 3 仕分け：道路交通量が多い（利用者が多い）路線を優先的に補修します。 

○第 4 仕分け：同一の優先順位グループの中でシェッド本体の延長が長いものを優先的に補修します。 

 

 

図 8.9 シェッドの優先順位仕分けフロー図 

第1仕分け
（健全性）

第2仕分け
（緊急輸送道路を跨ぐ）

第3仕分け
（交通量）

第4仕分け
（道路幅員）

Ⅳ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

Ⅲ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

Ⅱ 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする
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(5)大型カルバートの優先順位の設定 

大型カルバートの補修における優先順位は、表 8.7の考えに沿って決定します。 

 

表 8.7 大型カルバートの補修における優先順位の考え方 

 第 1 仕分け 
(健全性) 

第２仕分け 
(横断する施設) 

第３仕分け 
(緊急輸送路) 

第４仕分け 
（道路交通量の多

さ） 

第５仕分け 
（延長） 

高←

優
先
順
位→

低 

①健全性Ⅳ 
 

②健全性Ⅲ 
 

③健全性Ⅱ 
 

④健全性Ⅰ 

①JR・直轄国道 
 

②その他 

①緊急輸送路 
 

②その他の 
路線 

①道路交通量 
10,000 台/日以上 

 
②道路交通量 
4,000～10,000 台/日 
 
③道路交通量 

4,000 台/日未満 

施設延長が長
いものを優先
的に整備 

 

○第 1 仕分け：健全性が低いものを最優先に補修します。 

○第 2 仕分け：JR・直轄国道を横断する構造物は緊急性が高いので優先的に補修します。 

○第 3 仕分け：緊急輸送道路を優先的に補修します。 

○第 4 仕分け：道路交通量が多い（利用者が多い）路線を優先的に補修します。 

○第 5 仕分け：同一の優先順位グループの中で施設延長が長いものを優先的に補修します。 

 

 

図 8.10 大型カルバートの優先順位仕分けフロー図 

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

それ以外の道路等 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

Ⅱ JR・直轄国道 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

それ以外の道路等 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

第4仕分け
（交通量）

第5仕分け
（大型カルバート延長）

Ⅳ

Ⅲ JR・直轄国道 緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

緊急輸送道路 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

それ以外の道路等 緊急輸送道路

第2仕分け
（横断する施設）

JR・直轄国道

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

4.000～10.000台/日 延長が長いものを上位とする

4.000台/日未満 延長が長いものを上位とする

その他の路線 10.000台/日以上 延長が長いものを上位とする

第1仕分け
（健全性）

第3仕分け
（緊急輸送道路を跨ぐ）
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8.4  事業費の平準化 

対象となる道路大型構造物に対して予防保全で補修した場合の年度別事業費を集計すると、年度ごとに大

きな差が出ることとなりました。優先順位を用いて補修工事の実施年度をずらすことや、シェッドなど 1施

設の規模が大きいものは分割することによって、年度別事業費を平準化することができます(図 8.9～図

8.13)。 

 

横断歩道橋・門型標識等・シェッド・大型カルバートの平準化は、健全性Ⅱの補修時期が到来した構造物

に対して、仮に 5年間先送りしても健全性Ⅳ（緊急措置段階）になることはないと想定して、5 年間の事業

費が平準化されるように調整します。 

一方、道路情報提供装置は故障の予見が難しく、耐用年数ごとの交換を行うことが必要です。耐用年数を

過ぎると、健全性ⅠもしくはⅡの状態を確保できる保証がないため、道路情報提供装置については、更新を

前倒しすることによって 5 年間の事業費が平準化されるように調整します。 

 

 

図 8.11 横断歩道橋の年度別事業費（平準化前後） 
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図 8.12 門型標識等の年度別事業費（平準化前後） 

 

図 8.13 道路情報提供装置の年度別事業費（平準化前後） 
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図 8.14 シェッドの年度別事業費（平準化前後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.15 大型カルバートの年度別事業費（平準化前後） 
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8.5  今後 100 年間の維持管理のために必要な事業費 

今後 100年間の維持管理のために必要な事業費を図 8.16に示します。 

今後 100 年間は予防保全による維持管理を基本方針としていますが、今後 100 年間に必要な維持管理事

業費には時間計画保全の道路情報提供装置の更新費も含まれており、補修費に比べて更新費が高くなってい

ます。 

また、2070 年以降は、多くの横断歩道橋の更新時期が到来すること、シェッド・大型カルバートについて

も更新時期を迎えることから、更新費が多くかかる時期があります。 

 

 

図 8.16 今後 100 年間に必要な維持管理事業費 
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9. 道路大型構造物の維持管理フロー 

 

道路大型構造物の長寿命化修繕計画に基づく維持管理フローは、図 9.1 のように表せます。鳥取県ではこ

のフローにしたがって維持管理を実施します。 

 

 

図 9.1 道路大型構造物の維持管理フロー図 

  

定期点検（５年毎）

健全性の診断

経過観察 補修設計・補修工事

Ⅰ：健全

次回点検

Ⅳ：緊急措置段階

優先順位の検討（予防保全）

Ⅱ：予防保全段階

Ⅲ：早期措置段階

点検対象

電気設備の

耐用年数

耐用年数以内

耐用年数間近

電気設備の

点検結果

道路情報の種類

更新設計・更新工事

（時間計画保全）

多数の異常あり

更新設計・更新工事

（時間計画保全）

道路情報

トンネル警戒情報

電気設備異常なし

横断歩道橋

門型標識等

シェッド

大型カルバート

道路情報提供装置
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10. おわりに 

 

鳥取県では、「本計画」ならびに「道路トンネル長寿命化修繕計画（令和 5年 3月）」、及び「道路橋梁

長寿命化修繕計画（第３回改訂版）令和 5 年 3 月」などと合わせて長寿命化修繕計画を実行することによ

り、メンテナンスサイクルを実現し、安心・安全な生活の確保に努めてまいります。 

同時に維持管理費や補修・更新等に係る費用の縮減と平準化を行い、計画的かつ適切な道路施設の維持

管理を実施していきます。 

 

 

図 10.1 鳥取県におけるメンテナンスサイクル 

 

 

 

 



横断歩道橋個別施設計画一覧表
国交省作業
用番号

諸元

施設名 路線 管理者 行政区域 起点側の位置 点検記録 措置記録

塗装年月 塗装系 塗装面積(㎡） 建 設後経過 年数

主 桁 床 版 横 桁 縦桁 橋台 橋 脚 支 承
落 橋防 止

装置
舗装 地 覆

高欄 ・防

護 柵
排水 施 設 添加 物

・高 速 自動 車国 道

・一 般 国道 (指 定区 間)

・一 般 国道 (指 定区 間外 )

・都 道 府県 道

・市 町 村道

・高 速道 路会 社

・国

・都 道府 県

・道 路公 社

・政 令市

・市 区町 村

・上 下線

・上 り線

・下 り線

・一 次

・二 次

・三 次

・無 し

・有

・無

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

R7以降 R7以 降

・Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

1 44_3117900001 秋里 横 断歩 道橋 (ｱｷ ｻﾄｵｳﾀﾞﾝﾎﾄ ﾞｳｷｮ ｳ) 県 道秋 里吉 方 線 都道府県道 2008年 93.4 2 都道府県 鳥 取 県 鳥取 県 土整 備事 務 所 鳥 取 県 鳥 取市 35°31′ 01″ 134° 12′47″ 無 し 上下線 二 次 有 無し 2009年 3月 C-5 1083㎡ 7年 あ きさとりっきょ う 25,024  ○ R 2. 9.2 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ
横断歩道橋の主要部材においては殆ど損傷は見られない。
各部材の損傷においては、予防保全の観点から措置を講ずること
が望ましい。

県道秋里吉方線_秋里横断歩道橋.xlsx  ○ Co補修 4.2

2 44_1203200001 田島 横 断歩 道橋 (ﾀｼﾏｵ ｳﾀﾞﾝﾎﾄ ｳ゙ ｷｮ ｳ) 県 道秋 里吉 方 線 都道府県道 2006年 12月 88.4 2 都道府県 鳥 取 県 鳥取 県 土整 備事 務 所 鳥 取 県 鳥 取市 35°30′ 39″ 134° 12′55″ 無 し 上下線 二 次 有 無し 2006年 12月 C-5 1265㎡ 9年 なか よしはし 25,024  ○ R 2. 9.2 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ
横断歩道橋の主要部材においては殆ど損傷は見られない。

各部材の損傷においては、予防保全の観点から措置を講ずること

が望ましい。

県道秋里吉方線_田島横断歩道橋.xlsx ○ Co補修 4 .3

3 44_1331800001 西 品治 横断 歩 道橋 (ﾆｼﾎﾝｼﾞｵｳﾀﾞﾝﾎﾄ ﾞｳｷ ｮｳ) 県 道秋 里吉 方 線 都道府県道 2006年 91.8 2 都道府県 鳥 取 県 鳥取 県 土整 備事 務 所 鳥 取 県 鳥 取市 35°30′ 31″ 134° 12′58″ 無 し 上り線 二 次 有 無し 2007年 1月 C-5 1105㎡ 9年 ふ れあ いは し 25,024  ○ R 2. 9.2 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅲ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ
横断歩道橋の主要部材においては殆ど損傷は見られない。

各部材の損傷においては、予防保全の観点から措置を講ずること

が望ましい。

県道秋里吉 方線_西品治 横断歩道橋.xlsx ○ Co補修 3 .9

4 44_1202600004 行徳 横 断歩 道橋 (ｷﾞｮ ｳﾄｸｵｳﾀﾞﾝﾎﾄ ﾞｳｷｮ ｳ) 県 道秋 里吉 方 線 都道府県道 2005年 9月 96.8 2 都道府県 鳥 取 県 鳥取 県 土整 備事 務 所 鳥 取 県 鳥 取市 35°30′ 6″ 134° 13′ 6″ 無 し 上下線 二 次 有 無し 2005年 7月 C-5 1350㎡ 10年 み らいは し 25,024  ○ R 2. 9.2 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ
横 断 歩 道橋 の 主 要 部材 に お いて は 殆 ど損 傷 は 見ら れ な い 。

各 部 材 の損 傷 に お いて は 、 予防 保 全 の観 点 か ら措 置 を 講 ずる こ と

が 望 ま しい 。

県 道秋里 吉方 線_行徳 横断歩 道橋 .xlsx ○ Co補修 5 .8

5 44_5118000001 渡 一木 横断 歩 道橋 (ﾜ ﾀﾘﾋﾄﾂｷｵｳ ﾀﾞﾝﾎﾄ゙ｳ ｷｮ ｳ) 県 道郡 家鹿 野 気高 線 都道府県道 1974年 80.2 2 都道府県 鳥 取 県 鳥取 県 土整 備事 務 所 鳥 取 県 鳥 取市 35°24′ 5″ 134° 12′ 5″ 無 し 上下線 二 次 有 無し 2000年 3月 a-1 1032㎡ 41年 か わは ら歩道 橋 3,319  ○ R3 .1 .26 Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ － Ⅲ Ⅲ Ⅲ
横 断 歩 道橋 本 体 に おい て 、 主桁 の 腐 食、 橋 脚 の損 傷 が 見 られ る 。

鋼 部 材 の腐 食 の ほ か、 コ ン クリ ー ト の損 傷 等 も見 ら れ る ため 、 橋

梁 全 体 とし て 補 修 を行 う こ とが 望 ま しい 。

県道郡家鹿野気高線_渡一木横断歩道橋.x lsx ○  更新 43 .0

6 44_4331700001 湖山 横 断歩 道橋 (ｺﾔﾏ ｵｳﾀﾞﾝﾎﾄ ﾞｳｷｮ ｳ) 県 道伏 野覚 寺 線 都道府県道 1996年 48.0 2.0 都道府県 鳥 取 県 鳥取 県 土整 備事 務 所 鳥 取 県 鳥 取市 35°31′ 7″ 134° 10′30″ 無 し 上下線 無 し 有 無し 1996年9月
a-1

A-1
900㎡ 38年 鳥大 前 歩道 橋 9,381  ○ R3 .1 .25 Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ － Ⅱ Ⅲ Ⅲ

横 断 歩 道橋 本 体 に おい て 、 主桁 や 床 版で の 腐 食の 進 行 が 見ら れ

る 。 全 ての 鋼 部 材 にお い て 腐食 が 見 られ る こ とか ら 、 橋 梁全 体 と

し て 速 やか に 腐 食 対策 を 行 うこ と が 望ま し い 。ま た 、 地 元要 望 も

あ り 、 滞水 や 滑 り 止め に 対 する 処 置 も必 要 で ある 。

県 道伏野 覚寺 線_湖山 横断歩 道橋 .xlsx R10まで修繕予定なし

7 44_4320700001 雲山 横 断歩 道橋 (ｸﾓﾔ ﾏｵｳﾀﾞﾝﾎﾄ ﾞｳｷｮ ｳ) 県 道若 葉台 東 町線 都道府県道 1977年 10月 49.4 2 都道府県 鳥 取 県 鳥取 県 土整 備事 務 所 鳥 取 県 鳥 取市 35°28′ 53″ 134° 14′23″ 無 し 上下線 一 次 有 無し 1999年 9月 a-1 528㎡ 38年 面影 横 断歩 道橋 19,996  ○ R 2. 9.3 Ⅰ Ⅲ Ⅲ Ⅲ － Ⅰ Ⅰ Ⅲ － Ⅲ － Ⅱ Ⅲ Ⅰ
横断歩道橋本体において、主桁や床版での腐食の進行が顕著である。速やかに腐食対策を行うとともに、
状況により、部材取替えや当て板補強等が必要である。また、舗装の劣化も著しいので合せて補修等を行
うことが望ましい。

県道若葉台 東町線_雲山 横断歩道橋.xlsx ○
Co補修
更新

2 3.8

8 44_3332000002 田後 横 断歩 道橋 (ﾀｼﾞﾘｵｳﾀﾞﾝﾎﾄ ﾞｳｷｮ ｳ) 国 道１ ７９号 一般国道(指定区間外) 1972年 3月 42.1 1.5 都道府県 鳥 取 県 中部 総 合事 務所 県 土整 備局 鳥 取 県 湯 梨浜 町 35°29′ 8″ 133° 51′27″ 63-6+27 上下線 一 次 有 無し 2013年 7月 Rc-Ⅲ 383㎡ 44年 無 し 12,428  ○ R 2. 9.7 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ － Ⅲ － Ⅰ Ⅰ Ⅱ
横 断 歩 道橋 の 主 要 部材 に お いて は 殆 ど損 傷 は 見ら れ な い 。

各 部 材 の損 傷 に お いて は 、 予防 保 全 の観 点 か ら措 置 を 講 ずる こ と

が 望 ま しい 。

国道179号_田後横断歩道橋.xlsx ○
Co補修
更新

塗替

2 3.7

9 44_3203800001 長瀬 横 断歩 道橋 (ﾅｶﾞｾｵｳ ﾀ゙ﾝﾎﾄ ﾞｳｷ ｮｳ) 国 道１ ７９号 一般国道(指定区間外) 1988年 32 1.5 都道府県 鳥 取 県 中部 総 合事 務所 県 土整 備局 鳥 取 県 湯 梨浜 町 35°29′ 32″ 133° 52′19″ 66-6+48 上下線 一 次 有 無し 2013年 7月 Rc-Ⅲ

Rc-Ⅰ
366㎡ 47年 無 し 12,647  ○ R 2. 9.7 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ － Ⅲ － Ⅰ Ⅰ Ⅱ

階段付近に局所的な舗装のうき等の変状が見られるものの、主要

部材には殆ど損傷は見られない。よって、歩道橋の機能に支障は
生じていない状態である。

国道179号_長瀬横断歩道橋.xlsx ○

Co補修

更新
塗替

2 3.3

10 44_4143100001 久留 横 断歩 道橋 (ﾋｻﾄ ﾞﾒｵｳﾀﾞﾝﾎﾄ ﾞｳｷｮ ｳ) 国 道１ ７９号 一般国道(指定区間外) 1974年 12月 22 1.5 都道府県 鳥 取 県 中部 総 合事 務所 県 土整 備局 鳥 取 県 湯 梨浜 町 35°29′ 41″ 133° 52′23″ 67-2+43 上下線 一 次 有 無し 2003年 10月 a-1 759㎡ 41年 無 し 12,647  ○ R 2. 9.8 Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ － － Ⅰ Ⅲ － Ⅲ － Ⅰ Ⅲ Ⅲ

横断歩道橋本体において、全ての鋼材において腐食が見られるこ
とから、橋梁全体として速やかに腐食対策を行うことが望まし
い。なお、斜路部の舗装においては、点検後に補修工事として滑
り止め舗装が施工された。

国道179号_久留横断歩道橋.xlsx ○
Co補修
更新

3 7.9

11 44_4204700001 国坂 横 断歩 道橋 (ｸﾆｻ ｶｵｳﾀﾞﾝﾎﾄ ﾞｳｷｮ ｳ) 県 道羽 合東 伯 線 都道府県道 1967年 8月 44.5 2 都道府県 鳥 取 県 中部 総 合事 務所 県 土整 備局 鳥 取 県 北 栄町 35°28′ 56″ 133° 49′34″ 5-0+21 上下線 無 し 有 無し 2013年 6月 Rc-Ⅲ 525㎡ 49年 無 し 12,319  ○ R 2. 9.7 Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ － Ⅲ Ⅲ Ⅰ － Ⅲ － Ⅲ Ⅰ Ⅱ
横断歩道橋本体において、局所的ではあるが、車両の衝突による
と考えられる変形があり、主桁の機能低下にかかわる可能性もあ
り、補修の是非を検討するための対応が望まれる。

県道羽合東伯線_国坂横断歩道橋.xlsx ○
Co補修
更新

塗替

3 9.7

12 44_4331700002 由 良宿 横断 歩 道橋 (ﾕ ﾗｼｭｸｵ ｳﾀﾞﾝﾎﾄ ﾞｳｷｮ ｳ) 県 道羽 合東 伯 線 都道府県道 1974年 1月 27.9 1.5 都道府県 鳥 取 県 中部 総 合事 務所 県 土整 備局 鳥 取 県 北 栄町 35°29′ 34″ 133° 45′ 7″ 17-13+9 上下線 無 し 有 無し 2005年 12月 c-1 385㎡ 42年 無 し 10,829  ○ R 2. 9.7 Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ － Ⅲ Ⅱ Ⅰ － Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ
横断歩道橋本体において、局所的ではあるが、車両の衝突によると考えられる変形があり、主桁の機能低
下にかかわる可能性もあり、補修の是非を検討するための対応が望まれる。
また、土砂詰りは、維持対応が望ましい。

県道羽合東伯線_由良宿横断歩道橋.xlsx ○
Co補修

更新
1 6.3

13 44_3117900003 昭 和町 横断 歩 道橋 ｼｮ ｳﾜﾏﾁｵ ｳﾀﾞﾝﾎﾄ ｳ゙ ｷｮ ｳ 県 道倉 吉福 本 線 都道府県道 1967年 7月 36.3 1.5 都道府県 鳥 取 県 中部 総 合事 務所 県 土整 備局 鳥 取 県 倉 吉市 35°25′ 58″ 133° 50′ 2″ 0-2-9+9 上下線 一 次 有 無し 2001年 7月 b-2 363㎡ 49年 無名 横 断歩 道橋 17,063  ○ R 2. 9.7 Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ － Ⅲ － Ⅲ Ⅲ －

主桁や床版において腐食や塗装の劣化が目立ち、損傷の進行が予
測される。また、排水管や雨樋付近の腐食が見られ、土砂詰りも
ある。よって、歩道橋の予防保全の観点から状況による措置や定
期的な監視を行うことが望ましい。

県道倉吉福本線_昭和町横断歩道橋.xlsx ○ Co補修 1.1

14 44_1202600001 水 鳥 歩道 橋 (ﾐｽﾞﾄﾘﾎﾄ ﾞｳｷ ｮｳ) 県 道米 子境 港 線 都道府県道 1994年 10月 52.7 3.6 都道府県 鳥 取 県 米子 県 土整 備局 鳥 取 県 米 子市 35°26′ 28″ 133° 18′08″ 無 し 上下線 一 次 有 弓ヶ浜避 難カメ ラ 1994年 12月 B-1 1360㎡ 21年 水 鳥 歩道 橋 20,895  ○ R2.10.13 Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅲ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ －

通路部各部材に通行車両等の接触によると推定される変形・破断が見られ、損傷の進行により構造体の安
全性が懸念される。予防保全の観点から早期に措置を講じることが望ましい。また、上屋に孔食を伴う腐
食、舗装に滞水が発生しており、損傷の進行により構造体の安全性、及び第三者への影響が懸念される。
予防保全の観点から早期に措置を講じることが望ましい。

県道米子境港線_水鳥歩道橋.xlsx ○ Co補修 20 .0

15 44_3117900002 両 三柳 横断 歩 道橋 (ﾘｮ ｳﾐﾂﾔ ﾅｷﾞｵｳ ﾀ゙ﾝﾎﾄ ﾞｳｷ ｮｳ) 県 道両 三柳 西 原線 都道府県道 1979年 3月 44 1.5 都道府県 鳥 取 県 米子 県 土整 備局 鳥 取 県 米 子市 35°27′ 10″ 133° 18′57″ 無 し 上下線 三 次 有 信 号機 、照 明 灯 2015年 2月 エ ポガー ド＋ フッ素 465㎡ 37年 無 し 24,095  ○ R2.10.14 Ⅱ Ⅰ － － － － － Ⅰ － － － － Ⅰ －

照明施設開口部に孔食を伴う腐食が見られ、損傷の進行により構
造体の安全性が懸念される。予防保全の観点から早期に措置を講
じることが望ましい。根巻きコンクリートのひびわれが多数発生
している。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観
点から措置を講ずることが望ましい。

県道両三柳西原線_両三柳横断歩道橋.xlsx ○ Co補修 1 .4

16 44_1202600002 河崎 横 断歩 道橋 (ｶﾜｻｷ ｵｳﾀﾞﾝﾎﾄ ﾞｳｷｮ ｳ) 県 道両 三柳 西 原線 都道府県道 1969年3月 41.9 1.5 都道府県 鳥 取 県 米子 県 土整 備局 鳥 取 県 米 子市 35°27′ 29″ 133° 18′43″ 無 し 上下線 三 次 有 標識、弓ヶ浜避難カ メラ 2004年 11月 b-1 435㎡ 47年 1969/3

1984/3(階 段 )
24,095  ○ R2.10.14 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ － Ⅰ Ⅱ Ⅲ － Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ －

通路部各鋼部材に著しい断面欠損、階段部蹴上げに孔食を伴う腐食が多数発生している、損傷の進行によ
り構造体の安全性が懸念される。予防保全の観点から早期に措置を講じることが望ましい。また、舗装イ
ンターロッキングに欠損、排水樋に腐食による破断が発生している。直ちに第三者に影響を与える可能性
は少ないと考えられるが、予防保全の観点から維持工事で対応することが望ましい。

県道両三柳西原線_河崎横断歩道橋.xlsx ○ Co補修 1.3

17 44_3332000001 東 福原 横断 歩 道橋 ( ﾋｶﾞｼﾌｸﾊﾞﾗｵｳ ﾀﾝ゙ﾎ ﾄ゙ｳ ｷｮｳ ) 県 道皆 生西 原 線 都道府県道 1998年 3月 36 1.5 都道府県 鳥 取 県 米子 県 土整 備局 鳥 取 県 米 子市 35°26′ 32″ 133° 20′45″ 無 し 上下線 二 次 有 標識、弓ヶ浜避難カ メラ 1998年 3月 A-1 352㎡ 18年 無 し 15,630  ○ R2 .1 0.1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ －

横桁に断面減少を伴う腐食が見られ、損傷の進行により構造体の安全性が懸念される。予防保全の観点か
ら措置を講じることが望ましい。また、標識板取付部に断面減少を伴う腐食、取付ボルトの脱落が発生し
ている。横断歩道橋本体への影響は少ないと考えられるが、補修工事の際に併せて補修を行うことが望ま
しい。

県道皆生西原線_東福原横断歩道橋.xlsx ○ Co補修 1 .2

18 44_1332300001 米子 けや き通 り橋 (ﾖﾅｺﾞｹﾔｷ ﾄ゙ｵﾘﾊﾞｼ) 国 道４ ３１号 一般国道(指定区間外) 2007年 57.6 1.5 都道府県 鳥 取 県 米子 県 土整 備局 鳥 取 県 米 子市 35°27′ 17″ 133° 20′37″ 無 し 上下線 一 次 有 信号機、標識、弓ヶ浜避難カメ ラ 2008年 1月 Rc-Ⅲ 733㎡ 8年 無 し 36,486  ○ R2 .1 0.5 Ⅱ Ⅰ Ⅰ － － － Ⅱ Ⅰ Ⅱ － － － － Ⅰ
P 2、P3 橋脚、及び落橋防止構造に局部的な断面減少が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。塗装の経年劣化によると推定される腐食が
発生しており、局部的に断面減少が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点か
ら措置を講ずることが望ましい。

国道431号_米子けやき通り橋.xlsx  ○ Co補修 1 .8

19 44_1202600003 塔の 峰歩 道 橋 (ﾄｳﾉﾐﾈﾎﾄ ﾞｳｷｮ ｳ) 国 道１ ８０号 一般国道(指定区間外) 1970年 41.9 1.5 都道府県 鳥 取 県 日野 県 土整 備局 鳥 取 県 日 野町 35°14′ 8″  133°26′ 22″ 無 し 上下線 一 次 有 道 路標 識 2011年 3月 不 明 125㎡ 45年 無 し 6,295  ○ R2 .1 0.8 Ⅲ Ⅱ － － － Ⅱ － Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ － －

主桁端部、添接板に局部的な断面減少を伴う腐食が見られる。構造物の機能に支障は生じていないが、予
防保全の観点から措置を講じることが望ましい。また、主桁とA 1橋台の遊間異常(W=4m m)が見られる。他
部材への影響は無く、構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望
ましい。添接板のボルト、上屋基礎部に局部的な断面減少が見られる。構造物の機能に支障は生じていな
いが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態である。

国道180号_塔の峰歩道橋.xls x ○ Co補修 0 .5

点検 計画

作 業 内容

フラグ
管 理番 号

架 設年 次

（西暦 ）

橋 長

延 長（m ）
R10

点検 計 画・点 検記 録・修 繕計 画

R11
再判 定 区

分
歩 道橋 名 (ﾌﾘｶﾞﾅ) 路 線 名 道路 種別 区 分

距 離標 （キ

ロポ スト）

上 り・下 り

線

緊 急 輸送

道 路

代替 路 の

有 無

占 用 物件

（名 称）
橋歴 板 の橋 名

通路 幅員

（ｍ ）
経 度

交通 量 修 繕内 容 備 考

管 理 者名 管 理事 務所 名
都 道府 県

名
市区 町 村名 緯 度

調 査実 施年

月日
R 7 R8 R9

点検 実 施

年月 日

施設 毎 の

判定 区 分

上部工 下 部 工・基 礎 支 承 ・目地 ・翼壁 路 上 部

所見 点 検表 記 録様 式ファイル名 R7 R8 R 9 R10
再判 定実

施年 月日

概 算修 繕

金 額 （百 万

円）R 11

修繕 計画



門型標識等個別施設計画一覧表
国交省作業用

番号
諸元

施設名 路線 管理者 行政区域 起点側の位置 措置記録

その他

支柱本体 支柱基部 その他 横梁本体
溶接部

継手部
標識板

道路情報

板

その他

（灯具等）

基礎コン

クリート部

アンカー

ボルト・ナ
ｔット

ブラケット

本体

ブラケット

取付部
その他

○：追加

×：削除
△：修正

・高速自動車国 道

・一般国道(指定区間)
・一般国道(指定区間外)
・都道府県道

・市町村道

・高速道路会社

・国
・都道府県
・道路公社

・政令市
・市区町村

・上下線

・上り線
・下り線

・一次

・二次
・三次
・無し

・有

・無

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・ Ⅰ
・ Ⅱ

・ Ⅲ
・ Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

R5以降 R5以降

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

1 41_120410 001A 道路標識 県道鳥取港線 不明 20 都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 鳥取市 35°31′52″ 134°11′54″ 無し 上り線 一次 なし #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.9.23 Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ － － －

横梁全体に表面的な錆が見受けられる。錆の進行を抑制するため、防食

処理の実施が望ましい。占用物件（添 架標識）については点検未実施。占
用者へ点検を要請願いたい。

○
部分補
修 0.6

2 41_120410 002A 道路標識 県道鳥取港線 不明 30 都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 鳥取市 35°31′12″ 134°12′09″ 無し 下り線 一次 標識板 #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.9.23 Ⅲ Ⅰ Ⅲ Ⅱ － － Ⅰ

横梁取付部の下面部に膨張錆が見受けられるが、局所的であるため、維

持工事で対応とし、施設の健全性はⅡとする。占用物件（添架標識）につ
いては点検 未実施。占用者へ点検 を要請願いたい。

○ 部分補
修 0.6

3 41_120430 001A 道路標識 県道鳥取福部線 不明 25 都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 鳥取市 35°29′43″ 134°13′29″ 無し 上下線 二次 規制標識 #VALUE! 再塗装困難 ○ ○ R2.9.17 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － －
部分的に表面的な錆が見受けられる。錆の進行を抑制するため、防食処
理の実施が望まし い。占用物件（ 添架 標識）については点検未実施。占用

者へ点検を要請願いたい。

○ 更新 13

4 41_120430 002A 道路標識 県道鳥取福部線 不明 30 都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 鳥取市 35°29′41″ 134°13′35″ 無し 下り線 二次 標識板 #VALUE! 再塗装困難 ○ ○ R2.1 0.12 Ⅲ Ⅰ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ － － － － － － Ⅱ

取付部のボルトに腐食が目立つが 、構造物の機能に支障は生じていな

い。早期の対策は必要としないが、定期的な経過観察が必要であるとし、
施設の健全性をⅡと診断する。

○ 更新 9.5

5 41_120430 003A 道路標識 県道鳥取福部線 不明 30 都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 鳥取市 35°29′40″ 134°13′36″ 無し 上り線 二次 規制標識 #VALUE! 再塗装可能 ○ R2.10.5 Ⅲ Ⅲ Ⅱ － Ⅲ Ⅱ － － － － － － － Ⅰ

部材の腐食は進行しており、補修の是非を検討するための対応が望まれ

る。今後、損傷度が進行すれば、早期 の措置が必要となるので、定期的な
監視は必要である。また、対策を考慮する場合は、比較的 単純な構造で

あるため、修繕より更新が望ましい。

○
部分補
修
更新

10.1

6 41_132650 003A 道路標識 県道湯山鳥取線 不明 15 都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 鳥取市 35°32′18″ 134°14′10″ 無し 上下線 指定無し 規制標識 #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.10.5 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ － Ⅱ
基部周辺、支柱に著しい板厚の減少が見受けられ る。構造物の機能に支
障が生じる可能性 があるため、早期に措置を講じる必要がある。1969年

（47年経過）に設置されているため、経年劣化と考えられる。

○
部分補
修
更新

10.1

7 41_132650 002A 道路標識 県道湯山鳥取線 不明 15 都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 鳥取市 35°32′19″ 134°14′14″ 無し 上下線 指定無し なし #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.10.5 Ⅱ Ⅰ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － Ⅰ － － － Ⅱ
主に横梁継手部・取付部と取付部ボルトの表面さびが見られ る程度であ
るため、構造物の機能に支障は生じていない。予防保全の観点より、状況

に応じた措置を講じることが望ましい。
○

部分補
修
更新

13.6

8 41_132650 001A 道路標識 県道湯山鳥取線 不明 15 都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 鳥取市 35°32′19″ 134°14′19″ 無し 上下線 指定無し 規制標識 #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.10.5 Ⅱ Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － － － － － －

主に横梁取付部と取付部ボルトの表面さびが見られる程度である。支柱

基部に外力による変形（陥没）が見られるので、予防保全の観点から状況
に応じた監視や対 策を行うこと が望ましいとして、施設の健全性をⅡと診
断する。

○ 部分補
修 0.6

9 41_132800 001A 道路標識 県道俵原青谷線 不明 16 都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 鳥取市 35°31′23″ 134°00′08″ 無し 上下線 三次 規制標識 #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.10.6 Ⅱ Ⅱ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － － － － － Ⅱ
支柱本体上部や取付部のボルトに腐食が目立つ。構造物 の機能に支障
は生じていないが、横梁取付部のボルトに不具合が見られるため、状況

に応じた監視や対 策が必要であるとし、施設の健全性をⅡと診断する。

○ 部分補
修

0.6

10 41_133180 001A 道路標識 県道伏野覚寺線 不明 8 .5 都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 鳥取市 35°31′19″ 134°09′46″ 無し 上下線 指定無し 規制標識 #VALUE! 再塗装可能 ○ R2.10.6 Ⅱ Ⅱ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － － － － － Ⅰ

表面処理形式が塗装式であるため、全体 に表面さびが目立つ。インター
ロッキング部のＧ Ｌ-40では、一部で膨張を伴う腐食を確認した。塗装式の

ため今後の腐食進行が想定されるので、状況に応じた監視や対策が必要
として、施設の健全性をⅡと診断する。

○ ○
部分補
修
更新

10.1

11 41_311790032A 道路標識 国道179号 1998 6 .6 都道府県 鳥取県 中部県土整備局 鳥取県 倉吉市 35°25′34″ 133°50′45″ 46-1 +10 下り線 一次 なし 27 年 再塗装困難 ○ R2.10.6 Ⅱ Ⅰ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － － － － － Ⅱ

主にトラス部と取付部ボルトの表面さびが見られる程度であるため、構造

物の機能に支障は生じていない。ＧＬ-4 0の確認を実施していないので、
状況に応じた監視 を行うことが望ましい。

○
部分補
修
更新

13.6

12 41_311790033A 道路標識 国道179号 1996 13 都道府県 鳥取県 中部県土整備局 鳥取県 倉吉市 35°26′25″ 133°50′35″ 49-5 +40 上下線 一次 規制標識 29 年 再塗装困難 ○ R2.1 0.12 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ － － － 健全である。 ○
部分補
修
更新

13.6

13 41_311790034A 道路標識 国道179号 不明 13 都道府県 鳥取県 中部県土整備局 鳥取県 倉吉市 35°27′06″ 133°50′43″ 52-3 +20 上下線 一次 なし #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.1 0.12 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ
全体的に表面的な錆が見受けられる。錆の進行を抑制するため、防食処
理の実施が望まし い。占用物件（ 添架 標識）については点検未実施。占用

者へ点検を要請願いたい。
○

部分補
修 0.6

14 41_311790035A 道路標識 国道179号 1993 7 .3 都道府県 鳥取県 中部県土整備局 鳥取県 倉吉市 35°27′14″ 133°50′42″ 52-7 +20 上下線 一次 なし 32 年 再塗装困難 ○ R2.1 0.13 Ⅱ Ⅰ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ － － － － － － Ⅱ

主にトラス部と横梁取付部付近の表面さびが見られる程度であるため、

構造物の機能に支障は生じ ていない。アスファルト部のＧ Ｌ-40の確認は
実施していないので、状況に応じた監視を行うことが望ましい。

○ 部分補
修 0.6

15 41_320230021A 道路標識 県道倉吉由良線 不明 9 .5 都道府県 鳥取県 中部県土整備局 鳥取県 倉吉市 35°28′17″ 133°46′31″ 13-7 +20 上り線 指定無し なし #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.10.8 Ⅱ Ⅰ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － － － － － Ⅱ
主に横梁取付部と横梁継手部等に表面さびが見られる。アスファルト部の
GL-40の確認は実施していないので、状況に応じた監視や対策を行うこと

が望ましいとし て、施設の健全性をⅡと診断する。

○ 部分補
修

0.6

16 41_320230020A 道路標識 県道倉吉由良線 不明 10 都道府県 鳥取県 中部県土整備局 鳥取県 倉吉市 35°28′12″ 133°46′32″ 13-2 +17 上下線 指定無し なし #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.9.23 Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － － －

部分的に表面的な錆が見受けられる。錆の進行を抑制するため、防食処

理の実施が望まし い。占用物件（ 添架 標識）については点検未実施。占用
者へ点検を要請願いたい。

○
部分補
修 0.6

17 41_320230019A 道路標識 県道倉吉由良線 不明 9 .5 都道府県 鳥取県 中部県土整備局 鳥取県 倉吉市 35°28′07″ 133°46′34″ 13-4 +10 上下線 指定無し なし #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.1 0.12 Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ － － －

横梁取付部に脱落が見受けられるが、局所的であり、維持工事で対応と

し、施設の健全性はⅡと する。占用物件（添架標識）については点検未実
施。占用者へ点検 を要請願いたい。

○ 部分補
修 0.6

18 41_414310004A 道路標識 国道431号 不明 12 .5 都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 境港市 35°32′34″ 133°14′45″ 0-14+10m 下り線 一次 なし #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.9.24 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － －
部分的に表面錆が見受けられる。錆の進行を抑制 するため、防食処理の
実施が望ましい。

○ 部分補
修

0.6

19 41_414310025A 道路標識 国道431号 1996 13 都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 境港市 35°32′19″ 133°14′34″ 1-0+ 20m 上り線 一次 なし 29 年 再塗装困難 ○ R2.10.8 Ⅱ Ⅰ Ⅱ － Ⅰ Ⅰ Ⅱ － － － － － － －

標識板取付部の一部の取付バ ンドのさびが顕著である。歩道側の支柱本

体が架空線に接触している。構造物の機能に支障が生じてはいないが、
予防保全の観点から状況に応じた監視や対策を行うことが望ましい。

○
部分補
修 0.6

20 41_414310118A 道路標識 国道431号 1993 13 都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 米子市 35°27′53″ 133°18′37″ 22-5+20m 上下線 一次 規制標識 32 年 再塗装困難 ○ R2.1 0.13 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ － － －
横梁、標識板取付 部に表面的な錆 が見受けられる。
錆の進行を抑制するため、防食処理の実施が望ましい。

○ 部分補
修 0.6

21 41_414310 224A 道路標識 国道431号 不明 13 都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 米子市 35°26′02″ 133°23′46″ 31-2+40m 上下線 一次 規制標識 #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.10.6 Ⅱ Ⅲ Ⅱ － Ⅱ － Ⅱ
支柱に孔食貫通が見受けられる。今後腐食の進行により構造物の機能に
支障が生じる可能 性があるため、早期に措置を講じる必要がある。占用

物件（添架標識）については点検未実施。占用者へ点検を要請願いたい。

○ 部分補
修

0.6

22 41_433170 001A 道路標識 県道両三柳西福原線 1993 13 都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 米子市 35°27′50″ 133°18′39″ 0-0+ 0m 上り線 三次 なし 32 年 再塗装可能 ○ ○ R2.10.6 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ － － －

部分的に塗装の劣化、表面的な錆 が見受けられる。錆の進行を抑制する
ため、防食処理の実施が望ましい。路面境界部に塗装の劣化が見受けら

れたため、防食措置を行い、コンクリートで埋め戻した。占用物件（添架標
識）については点検未実施。占用者へ点検を要請願いたい。

○ 更新 13.0

23 41_411810 160A 道路標識 国道181号 1996 13 都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 米子市 35°25′32″ 133°20′36″ 82-0+40m 上下線 一次 規制標識 29 年 再塗装困難 ○ R2.1 0.12 Ⅱ Ⅲ Ⅱ － Ⅱ Ⅰ Ⅲ － － － － － － －

標識板取付部のボルトの腐食が著しいため、早期のボルトナット交換が

望ましい。支柱本体に陥没痕があるが、監視や防水措置等の予防保全で
の措置が望ましい。

○ 部分補
修 0.6

24 41_420010 016D 道路標識 県道溝口伯太線 不明 6 都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 伯耆町 35°20′33″ 133°25′44″ 4-2+ 20m 上下線 二次 規制標識 #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.1 0.12 Ⅱ Ⅰ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ
取付部のボルトに腐食が目立つが 、構造物の機能に支障は生じていな
い。早期の対策は必要としないが、定期的な経過観察が必要であるとし、

施設の健全性をⅡと診断する。

○ 部分補
修

0.6

25 41_420470 151A 道路標識 県道米子境港線 不明 5 .5 都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 米子市 35°31′43″ 133°12′39″ 34-2+30m 下り線 一次 なし #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.10.5 Ⅱ Ⅰ Ⅱ － Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － － － － － Ⅱ
全体的に腐食が目立つが、表面さびがほ とんどであり、構 造物の機能に
支障は生じていない。早期の対策は必要としないが、定期的な経過観察

が必要であるとし、施設の健全性をⅡと診断する。
○

部分補
修 0.6

26 41_432070 003A 道路標識 県道皆生西原線 不明 11 都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 米子市 35°27′04″ 133°21′26″ 2-0+ 0m 上り線 二次 規制標識 #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.10.7 Ⅱ Ⅰ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － － － － － －
部分的な腐食が目立つが、表面さ びであり、構造物の機能に支障は生じ
ていない。早期の対策は必要としないが、標識板取付部において定期的
な経過観察が必要であるとし、施設の健全性をⅡと診断する。

○ 部分補
修 0.6

27 41_120410 003D 道路標識 県道鳥取港線 不明 6 .5 都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 鳥取市 35°31′12″ 134°12′27″ 4-5+ 6m 上下線 指定無し 規制標識 #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.1 0.13 Ⅰ Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅰ Ⅰ － － － － － － Ⅰ
アスファルトの路面境界部のＧＬ-40の状況を確認したところ、十分な板厚
が残存していると判断した。構造物の機能に支障は生じていないとして、

施設の健全性をⅠと診断する。

○ 部分補
修

0.6

28 41_120410 004D 道路標識 県道鳥取港線 不明 6 .5 都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 鳥取市 35°31′09″ 134°12′29″ 4-5+ 30m 上下線 指定無し 規制標識 #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.10.8 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ － －

部分的に表面的な錆・腐食が見受けられる。錆の進行を抑制するため、
防食処理の実施が望ましい。支柱継手部に開口（1ｃｍ)が見受けられる。

構造物の機能に支障は生じ ていないが、予防保全 の観点から措置を講ず
ることが望ましい。

○
部分補
修 0.6

29 41_411810 305D 道路標識 国道181号 不明 19 .5 都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 米子市 35°24′34″ 133°21′38″ 77-1+40m 上下線 一次 規制標識 #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.10.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ Ⅰ － － － 腐食等の変状は殆ど見られないため、施設の健全性をⅠと診断する。 ○ 部分補
修

0.6

30 41_414310 206A 道路標識 国道431号 不明 13 都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 日吉津村 35°26′48″ 133°22′39″ 28-9+30m 上下線 一次 なし #VALUE! 再塗装困難 ○ R2.10.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ － Ⅱ Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ － － －
局所的な軽微な表面さびが見られる程度である。
著しい部材の変状は見られないため、施設の健全性をⅠと診断する。

○ 部分補
修

0.6

31 41_511810 081A 道路標識 国道181号 1969 6 都道府県 鳥取県 日野県土整備局 鳥取県 日野町 35°11′45″ 133°31′08″ 無し 上下線 一次 なし 56 年 再塗装困難 ○ ○ R2.10.7 Ⅰ Ⅰ Ⅰ － Ⅰ Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ Ⅰ － － －
局所的な軽微な表面さびが見られる程度である。

著しい部材の変状は見られないため、施設の健全性をⅠと診断する
○ 更新 9.5

32 鳥2D936 道路標識 県道福部岩美線 都道府県道 1987 10 .8 -     都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 鳥取市 35°33′36″ 134°16′59″ 上り線 一次 なし 38 年 再塗装可能 ○ H30. 8.20 Ⅰ Ⅱ Ⅱ － Ⅲ Ⅲ － － － － － － － Ⅰ

部材の腐食は進行しており、補修の是非を検討するための対応が望まれ

る。今後、損傷度が進行すれば、早期 の措置が必要となるので、定期的な
監視は必要である。また、対策を考慮する場合は、比較的 単純な構造で

あるため、修繕より更新が望ましい。

○ 部分補
修

0.6

再判定区

分
R9 R10 R11点検表記録様式ファイル名 R7

再判定実

施年月日

交 通量
再塗装 の
可 能性

点検計画

R9 R1 0 R11R7管理者名 管理事務所名

代替路の
有無

占用物件
（名称）

建 設後経 過年 数
都道府県

名
市区町村名 緯度 経度

施設 毎の

判定 区分

支柱 横梁 標識板等

点検記録 修繕計画

修繕内容
概算修繕
金額（百万

円）

備考

R8
点検実施

年月日

調査実施年

月日

基礎 ブラケット

所見

作業内容
フラグ

管理番号
設置年月
（西暦）

道路幅員
（ｍ）

歩道 幅員
（ ｍ）

距離標（ キ
ロポスト）

上り・下り
線

緊急輸送
道路

R8施設名 路線名 道路種別 区分



道路情報提供装置個別施設計画一覧表
国交省作業用

番号
諸元

施設名 路線 管理者 行政区域 起点側の位置 点検記録 措置記録

その他

支柱本体 支柱基部 その他 横梁本体
溶接部

継手部
標識 板

道路情 報

板

その他

（灯具等）

基礎コン

クリート部

アンカー

ボルト・ナ
ｔット

ブラケット

本体

ブラケット

取付部
その他

・高速自動車国道

・一般国道(指定区間)
・一般国道(指定区間外)
・都道府県道

・市町村道

・高速道 路会社

・国
・都道府 県
・道路公 社

・政令市
・市区町 村

・上下線

・上り線
・下り線

・一次

・二次
・三次
・無し

・有

・無

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

R7以降 R7以降

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

1 43_213730001C 道路情報提供装置 一 般国道３７３号 一般国道(指定区間外) 19 90 8.5 -     都道府県 鳥取県 八頭県土整備事務所 鳥取県 智頭町 35°10′20″ 133 °1 9′ 16 ″ 無し 上り線 一次 有 一般道 なし 35年 ○ R2.9.30 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ － － Ⅰ
横梁に部分的な表面錆が見受けられる。

錆の進行を抑制するため、防食処理の実施が望ましい。
○

部分補
修
更新

38.5

2 43_311790002C 道路情報提供装置 一 般国道１７９号 一般国道(指定区間外) 19 92 6.0 -     都道府県 鳥取県 中部県土整備局 鳥取県 三朝町 35°17′35″ 133 °3 0′ 51 ″ 無し 上り線 一次 有 一般道 なし 33年 ○ R2.10.9 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ － Ⅰ
部分的に表面的な錆が見受けられる。
錆の進行を抑制するために、防食処理の実施が望ましい。

○
部分補
修
更新

38.5

3 43_311790003C 道路情報提供装置 一 般国道１７９号 一般国道(指定区間外) 19 93 6.5 3. 5   都道府県 鳥取県 中部県土整備局 鳥取県 三朝町 35°24′34″ 133 °2 1′ 39 ″ 77-1+10 下り線 一次 有 一般道 なし 32年 ○ R2.10.6 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ － － Ⅰ 健全である。 ○
部分補
修
更新

38.5

4 43_320220002C
道路情報提供装置

情報42と共通
県道倉吉青谷線 一般国道(指定区間外) 20 03 6.5 2. 5   都道府県 鳥取県 中部県土整備局 鳥取県 湯梨浜町 35°21′17″ 133 °2 5′ 54 ″ 58-5+25 上り線 二次 有 一般道 なし 22年 ○ R2.9.16 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ － － Ⅱ ※損傷記録票は、41181000 1Cと同一箇所のため省略する。 ○

部分補
修
更新

66.0

5 43_320220001C 道路情報提供装置 県道倉吉青谷線 都道府県道 20 03 6.5 3. 5   都道府県 鳥取県 中部県土整備局 鳥取県 湯梨浜町 35°24′33″ 133 °5 2′ 17 ″ 91-1+35 上り線 二次 無 一般道 なし 22年 ○ R2.10.8 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ － Ⅰ － － － － － Ⅱ

ソーラー取付部のナットが2箇所脱落している。ボルト側をハン

マーで強打したがぐらつきは見られない。配線用の取付金具であ
るため、構造物機能には支障ないものとする。よって、状況に応

じて、監視や措置を講じるものとする。

○
部分補
修
更新

66.0

6 43_414310005C 道路情報提供装置 一 般国道４３１号 一般国道(指定区間外) 19 95 1 3.0 2. 0   都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 米子市 35°18′51″ 133 °5 5′ 08 ″ 1-7+40 上り線 一次 無 一般道 なし 30年 ○ R2.10 .1 3 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ － Ⅱ － Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ
設置年月は不明であるが、横梁本体の腐食が目立つ。
現時点では構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観

点から状況に応じた対策を行うことが望ましい状態である。

○
部分補
修
更新

66.0

7 43_414310006C 道路情報提供装置 一 般国道４３１号 一般国道(指定区間外) 19 95 1 3.0 2. 0   都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 米子市 35°18′52″ 133 °5 5′ 04 ″ 1-9+30 上下線 一次 無 一般道 なし 30年 ○ R2.10 .1 3 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ － － － Ⅰ Ⅰ Ⅱ

支柱基部においては、土砂部のGL-40ではさびの発生が確認され
た。横梁部や道路情報板の広範囲において、表面さびが見られ

る。現時点では構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全
の観点から状況に応じた対策を行うことが望ましい状態である。

○
部分補
修
更新

66.0

8 43_420240001C 道路情報提供装置 県道米子大山線 一般国道(指定区間外) 19 94 5.5 2. 5   都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 米子市 35°13′48″ 133 °2 6′ 35 ″ 無し 上り線 三次 有 一般道 なし 31年 ○ R2.9.26 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ
部分的に表面的な錆が見受けられる。
錆の進行を抑制するため、防食処理の実施が望ましい。

○
部分補
修
更新

38.5

9 43_411800001C 道路情報提供装置 一 般国道１８０号 一般国道(指定区間外) 19 94 6.0 2. 0   都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 南部町 35°19′49″ 133 °5 0′ 15 ″ 23-0+35 上下線 一次 無 一般道 なし 31年 ○ R2.10.9 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ － Ⅱ － Ⅱ Ⅰ － － Ⅱ

横梁付近、標識板取付部に軽微な表面さびが見られる。ベースプ

レート基礎部において、コンクリートの損傷があり、それが原因
でベースプレートにさびの発生が見られる。予防保全の観点から

状況に応じた対策を行うことが望ましい。

○
部分補
修
更新

38.5

1 0 43_411810001C 道路情報提供装置 一般国道１８1号 一般国道(指定区間外) 20 00 6.0 -     都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 伯耆町 35°23′41″ 134 °1 3′ 49 ″ 6-9+36 下り線 一次 有 一般道 なし 25年 ○ R2.10.1 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ － － － Ⅰ － － － Ⅰ
アンカーボルト・ナットが点検未実施である。
横梁仕口溶接部において表面さびが見られるので、予防保全の観

点から状況に応じた措置を講ずることが望ましい。
○

部分補
修
更新

66.0

1 1 43_411810002C 道路情報提供装置 一般国道１８1号 一般国道(指定区間外) 20 00 6.0 2. 0   都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 伯耆町 35°20′12″ 134 °2 4′ 51 ″ 24-0+12 上り線 一次 無 一般道 なし 25年 ○ R2.10.1 Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ － Ⅰ － － － － － Ⅰ

支柱内部に滞水を確認したが、腐食は発生していない。支柱内部

の滞水は腐食の原因となるため、予防保全の観点から早期に滞水
の除去と開口部の保護等の滞水原因に対する措置を講じる必要が
ある。

○
部分補
修
更新

66.0

修繕計画

再判定実

施年月日

再判定区

分
R1 1 R8 R9 R10

支柱
R7

点検 計画

管理事務所名
都道府県

名
市区町 村名

横梁
経度 R10

点検実施

年月日

調査実施年

月日

施設毎の

判定区分
管理者 名 R7 R8 R9

修繕内容
概算修繕
金額（ 百万

円）R11

標識板等 基礎 ブラケット

所見 点検表記録様式ファイル名

作業内容
フラグ

管理番号
設置年月
（西暦）

道路幅員
（ｍ）

点検計画・点検記録・修繕計画

歩道幅員
（ｍ）

施設名 路線名 道路種別

備考

緯度

建設後経過年数 交通量
距離標（キ
ロポスト）

上り・下り
線

緊急輸送
道路

代替路の
有無

自専道
一般道

占用物件
（名称）

区分



シェッド個別施設計画一覧表

国交省作業用番号 諸元

施設名 路線 管理者 行政区域 起点側の位置 措置記録

アンカー

ボルト

(柱基部)

・高速自動車国道
・一般国道(指定区間)

・一般国道(指定区間外)
・都道府県道
・市町村道

・高速道路会社
・国

・都道府県
・道路公社
・政令市

・市区町村

・上下線
・上り線

・下り線

・一次
・二次

・三次
・無し

・有
・無

・Ⅰ

・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ

・Ⅱ
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R 7以降 R 7以降

・Ⅰ

・Ⅱ
・Ⅲ
・Ⅳ

1 51_ 511810001E 大内ロ ックシ ェッド１ (ｵｵｳ ﾁﾛｯｸｼｪｯﾄ゙イチ) 県道倉吉江府溝口線 都道府県道 1970年4月 30 8 -      都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 伯耆町 35°21′54″ 133°31′16″ 無し 上下線 無し 有 一般道 無し 無し 684 ○ R2.11.24 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ － Ⅲ Ⅱ Ⅱ － － － － Ⅱ

鋼部材（頂版、主梁、横梁、頂版ブレース）において局部的な断面減
少を伴う腐食が発生している。また山側、谷側受台にアルカリ骨材反
応の疑いがあるひびわれ、遊離石灰が発生しており、今後構造物の機

能に支障が生じる可能性があるため、早期に措置を講ずるべきであ
る。

Co補修 12.6

2 51_ 431040001E 大内ロ ックシ ェッド２ (ｵｵｳ ﾁﾛｯｸｼｪｯﾄ゙ニ) 県道倉吉江府溝口線 都道府県道 1970年4月 83 7.8 -      都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 伯耆町 35°21′52″ 133°31′18″ 無し 上下線 無し 有 一般道 無し 無し 684 ○ R2.11.25 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ － Ⅱ

鋼部材（頂版、主梁等）において局部的な断面減少を伴う腐食が発生
している。また、山側受台に錆汁を伴う遊離石灰が発生している。

構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を講
ずることが望ましい。

3 51_ 420450001E 宮ノ前ロックシェッド (ﾐﾔﾉﾏｴﾛｯｸｼｪｯﾄ゙ ) 県道西伯伯太線 都道府県道 1980年4月 49 6.5 1.5    都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 南部町 35°20′27″ 133°19′24″ 無し 上下線 無し 有 一般道 無し 無し 190 ○ R2.10.5 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ － － Ⅱ Ⅰ － － － － － Ⅰ －

鋼部材（頂版、横梁）において断面減少を伴う腐食が発生している。

頂版上面に倒木が発生しており、第三者被害防止の観点から維持工事
で撤去することが望ましい。

塗替 1.6

4 51_ 420450002E 板井原スノーシェッド (ｲ ﾀｲﾊ゙ ﾗｽ ﾉー ｼｪｯﾄﾞ) 一般国道１８１号 一般国道(指定区間外) 1983年11月 117 7 -      都道府県 鳥取県 日野県土整備局 鳥取県 日野町 35°12′15″ 133°30′35″ 無し 上下線 一次 有 一般道 無し 無し 941 ○ R2.10.8 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ － Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ － Ⅰ Ⅰ Ⅱ －

鋼部材（頂版、主梁、横梁）において局部的な断面減少を伴う腐食が

発生している。また、山側擁壁目地部より擁壁背面から流入している
と推定される漏水が発生している。直ちにシェッド本体へ影響を与え
る可能性は少ないと考えられるが、予防保全の観点から措置を講ずる
ことが望ましい状態である。

○ 塗替 50.0

点検計画・点検記録・修繕計画

点検記録 修繕計画

R 10
再判定実
施年月日
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大型カルバート個別施設計画一覧表大型カルバート修繕優先順位一覧表
国交省作業用番号 諸元

施設名 路線 管理者 行政区域 起点側の位置 措置記 録

翼壁

頂版 側壁 底版
目地・

遊間部

接合・

連結部
ウイング

・高速自動車国道

・一般国道(指定区間)
・一般国道(指定区間外)
・都道府県道

・市町村道

・高速道路会社

・国
・都道府県
・道路公社

・政令市
・市区町村

・上下線

・上り線
・下り線

・一次

・二次
・三次
・無し

・有

・無

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
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・Ⅰ
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・Ⅱ
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・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ
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・Ⅳ

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

R7以降 R7以降

・Ⅰ
・Ⅱ

・Ⅲ
・Ⅳ

1 5 1_33 1610 002H ボックス (ﾎﾞｯｸ ｽ) 県道倉吉 江北線 都道府県道 200 8 6.1 13.3 2 .5   都道府県 鳥取県 中部 総合事務 所県土 整備局 鳥取県 倉吉市 35°27 ′28″ 1 33°50′20″ 6- 6+44m 上下線 無し 有 一般道 無し 無 し 9,177 ○ # #### ## Ⅱ Ⅰ - - - - Ⅱ Ⅰ
頂版に幅0.3mmのひびわれ、ウィングに幅0.2mm～0.4mmのひびわれ

が発生している。前回点検時より著しい進行は認められない。
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。

○ Co補修 1.3

2 53 _31 31300 002H 2号BO X (ﾆ ｺﾞｳﾎﾞ ｯｸｽ) 県道河原インター線 都道府県道 201 0 16. 8 7.5 都道府県 鳥取県 八頭県土整備事務所 鳥取県 八頭町 35°23 ′41″ 1 34°13′52″ 無し 上下線 一次 有 一般道 無し 無し ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - - - Ⅱ Ⅱ 全面に､乾燥収縮が原因と思われる橋軸直角方向のひびわれ(0.5～

0.2㎜)が見られるが、進行性は低いと判断し経過観察とする。
○ Co補修 1. 0

3 53 _31 31300 001H B OX17 (ﾎ ﾞｯｸｽｼ ﾞｭｳﾅ ﾅ) 県道法万大栄線 都道府県道 不明 1 5 6 -     都道府県 鳥取県 中部総合事務所県土整備局 鳥取県 北栄町 35°26 ′53″ 1 33°42′45″ 無し 上下線 指定無 し 無 一般道 電力 線 無し 830 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - - - Ⅱ Ⅱ
頂版に幅0.1mm～0.2mmの2方向ひびわれが多数発生している。頂
版、側壁に剥離・鉄筋露出、うきが見られる。

予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。
○ Co補修 1. 9

4 53 _31 31300 003H 2号BO X (ﾆ ｺﾞｳﾎﾞ ｯｸｽ) 国道482号 一般国道(指定区間外) 200 0 14. 4 33 -     都道府県 鳥取県 日野県土整備局 鳥取県 江府町 35°17 ′48″ 1 33°34′07″ 無し 上下線 二次 有 一般道 無し 無し 2 ,067 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ

頂版、側壁にひびわれ、目地部から著しい漏水が見られる。前回
点検から頂版、側壁のひびわれが進行している。

補修跡にひびわれが生じていることから、措置を講ずることが望
ましい。

○ Co補修 9. 6

5 53 _41 18000 001H 3号BO X (ｻ ﾝｺﾞｳﾎ ﾞｯｸｽ ) 国道482号 一般国道(指定区間外) 199 9 6 30 -     都道府県 鳥取県 日野県土整備局 鳥取県 江府町 35°17 ′43″ 1 33°34′02″ 無し 上下線 二次 有 一般道 電力 線 無し 2 ,067 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅰ
頂版、側壁に多数のひびわれ、頂版端部に遊離石灰が見られる。
前回点検から頂版、側壁のひびわれが進行している。

コンクリート補修の実施が望ましい。

○ Co補修 3. 8

6 53 _52 00900 001H 町道B OX (ﾁ ｮｳﾄﾞｳ ﾎﾞｯｸ ｽ) 国道178号 一般国道(指定区間外) 201 3 102. 7 10.5 -     都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 岩美町 35゜34 ′23" 134゜ 19′06" 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 電力 線 無し 4 ,626 ○ # #### ## Ⅰ Ⅰ Ⅰ - Ⅰ - Ⅰ Ⅰ

頂版全体にW=0.05㎜～0.2㎜の一方向のひびわれが発生している。

ひびわれから漏水、遊離石灰等は見られない。比較的初期の段階
に発生した乾燥収縮を原因とするひびわれであると推測してい
る。構造物の機能に支障は生じていないものと判断するが、次回

定期点検時によるひびわれの進展を確認して、進行性のひびわれ
でないことを確認することが重要と考える。

○ Co補修 15. 5

9 53 _31 31300 008H 農道B OX1 (ﾉ ｳﾄﾞｳﾎ ﾞｯｸｽ 1) 国道313号 一般国道(指定区間外)2 006年以前 33. 3 8 -     都道府県 鳥取県 中部総合事務所県土整備局 鳥取県 北栄町 35°29' 40" 133°48 ' 54" 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 無し 無し 3 ,720 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - - - Ⅱ Ⅱ

頂版全体にW=0.1㎜～0.4㎜、側壁に0.1㎜～0.5㎜のひびわれが発
生している。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましいと

するが、主だった変状は頂版のひびわれであり、次回点検時にお
いて劣化進展が確認されず、乾燥収縮が原因で収束していると判

断できるまで、経過観察とする。

○ Co補修 4. 2

8 53 _31 31300 007H 農道B OX2 (ﾉ ｳﾄﾞｳﾎ ﾞｯｸｽ 2) 国道313号 一般国道(指定区間外)2 006年以前 32. 6 8 -     都道府県 鳥取県 中部総合事務所県土整備局 鳥取県 北栄町 35°29' 28" 133°48 ' 50" 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 無し 無し 3 ,720 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - - - Ⅱ Ⅱ
望ましいとするが、主だった変状は頂版のひびわれであり、ひび
われ間隔も比較的小さい。乾燥収縮が原因と推察するが、ウィン

グ部のひびわれやサビ汁も確認されており、経過観察とする。

○ Co補修 4. 2

9 1 1_2 33240 0006 - 町道B OX1 (ﾁ ｮｳﾄﾞｳ ﾎﾞｯｸ ｽ1) 国道313号 一般国道(指定区間外)2 006年以前 65. 2 5.5 -     都道府県 鳥取県 中部総合事務所県土整備局 鳥取県 北栄町 35゜29 ′19" 133゜ 48′42" 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 無し 無し 3 ,720 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - - Ⅱ
るが、主だった変状は頂版のひびわれであり、0. 2㎜を主体とす
る。乾燥収縮が原因と推察するが、側壁のひびわれや局所的なう

きも確認されており、経過観察とする。

○ Co補修 7. 3

10 5 3_51 4820 001H 町道B OX2 (ﾁ ｮｳﾄﾞｳ ﾎﾞｯｸ ｽ2) 国道313号 一般国道(指定区間外)2 006年以前 53. 9 9 -     都道府県 鳥取県 中部総合事務所県土整備局 鳥取県 北栄町 35゜29 ′17" 133゜ 48′39" 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 無し 無し 3 ,720 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - - - Ⅰ Ⅱ

頂版全体にW=0.1㎜～0.4㎜、側壁に0.1㎜～0.5㎜の一方向のひび

われが発生している。また、起点側水路側壁にひびわれ、剥離、
うきが発生している。予防保全の観点から措置を講ずることが望

ましいとするが、主だった変状は頂版のひびわれであり、0.2㎜を
主体とし間隔も比較的小さい。乾燥収縮が原因と推察するが、内

空にある水路部の変状も確認されており、経過観察とする。

○ Co補修 7. 5

11 53 _31 31300 009H 町道B OX3 (ﾁ ｮｳﾄﾞｳ ﾎﾞｯｸ ｽ3) 国道313号 一般国道(指定区間外)2 006年以前 46. 7 7.3 -     都道府県 鳥取県 中部総合事務所県土整備局 鳥取県 北栄町 35°29' 13" 133°48 ' 35" 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 無し 無し 3 ,720 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ

頂版全体にW=0.1㎜～0.5㎜、側壁に0.1㎜～0.4㎜の一方向のひび
われが発生している。予防保全の観点から措置を講ずることが望

ましいとするが、主だった変状は頂版のひびわれであり、次回点
検時において劣化進展が確認されず、乾燥収縮が原因で収束して
いると判断できるまで、経過観察とする。

○ Co補修 5. 9

12 53 _31 31300 006H 農道B OX3 (ﾉ ｳﾄﾞｳﾎ ﾞｯｸｽ 3) 国道313号 一般国道(指定区間外)2 005年以前 26. 1 6.5 -     都道府県 鳥取県 中部総合事務所県土整備局 鳥取県 北栄町 35°28 ′50″ 1 33°48′21″ 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 無し 無し 3 ,720 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ

頂版全体にW=0.1㎜～0.4㎜、側壁に0.1㎜～0.4㎜のひびわれが発
生している。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましいと

するが、主だった変状は頂版のひびわれであり、0.2㎜を主体とし
間隔も比較的小さい。乾燥収縮が原因と推察するが、他箇所と比
較して側壁でのひびわれが多く、局所的なうきも確認されてお

り、経過観察とする。

○ ○ Co補修 9. 5

13 5 1_11 1780 001H 市道B OX1 (ｼ ﾄﾞｳﾎﾞ ｯｸｽ1 ) 国道313号 一般国道(指定区間外) 201 1 47. 6 7.6 -     都道府県 鳥取県 中部総合事務所県土整備局 鳥取県 倉吉市 35°25 ′18″ 1 33°47′27″ 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 無し 無し 2 ,833 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

頂版全体にW=0.1㎜～0.3㎜、側壁に0.1㎜～0.5㎜のひびわれが発

生している。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましいと
するが、主だった変状は頂版のひびわれであり、上部道路が未供

用であるため比較的建設年度も新しい。次回点検時において劣化
進展が確認されず、乾燥収縮が原因で収束していると判断できる

まで、経過観察とする。

○ Co補修 6. 1

14 53 _51 48200 002H 市道B OX2 (ｼ ﾄﾞｳﾎﾞ ｯｸｽ2 ) 国道313号 一般国道(指定区間外)1 997年以前 51. 3 8.5 -     都道府県 鳥取県 中部総合事務所県土整備局 鳥取県 倉吉市 35°21 ′20″ 1 33°45′03″ 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 無し 無し 2 ,274 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅰ - Ⅰ Ⅱ

頂版全体にW=0.1㎜～0.3㎜、遊離石灰、小規模な鉄筋露出、側壁

に0.1㎜～0.4㎜のひびわれが発生している。予防保全の観点から
措置を講ずることが望ましいとするが、主だった変状は頂版のひ
びわれであり、0.2㎜を主体とし遊離石灰も混じる。乾燥収縮が原

因と推察するが、ひびわれの形状からASRも疑われる。頂版の局所
的な小規模鉄筋露出もあり、原因調査等の措置を講ずることが望

ましいとする。

○ ○ Co補修 9. 5

15 5 1_33 1610 001H 不入岡高架橋 (ﾌ ﾆｵｶｺｳ ｶｷｮｳ ) 国道313号 一般国道(指定区間外)2 009年以前 3 9 6.6 -     都道府県 鳥取県 中部総合事務所県土整備局 鳥取県 倉吉市 35゜26 ′44" 133゜ 48′26" 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 無し 無し 4 ,448 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ - - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ

頂版全体にW=0.1㎜～0.5㎜、側壁に0.1㎜～0.4㎜の一方向のひび
われが発生している。また、ウィングに遊離石灰を伴うひびわれ

が発生しており、遊離石灰に錆汁の混入が見られる。予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましいとするが、主だった変状は

頂版のひびわれであり、0.2㎜以上のものも多い。乾燥収縮が原因
と推察するが、頂版に軽微な遊離石灰もみられており、経過観察
とする。

○ ○ Co補修 9. 5

16 53 _31 31300 004H 町道B OX (ﾁ ｮｳﾄﾞｳ ﾎﾞｯｸ ｽ) 県道大山口停車場線 都道府県道 200 7 17. 2 10.1 -     都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 大山町 35゜29 ′11" 133゜ 27′35" 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 無し 無し 604 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ

車道側頂版全体にW=0.1㎜～0.4㎜、側壁に0.1㎜～0.4㎜のひびわ
れが発生している。予防保全の観点から措置を講ずることが望ま
しいとするが、主だった変状は頂版のひびわれであるが比較的少

ない。乾燥収縮が原因と推察している。継手に漏水痕が確認でき
るが、次回点検時において変状に進展がみられず、収束している

状態であると判断できるまで、経過観察とする。

○ Co補修 2. 5

17 5 1_33 2030 001H 町道B OX (ﾁ ｮｳﾄﾞｳ ﾎﾞｯｸ ｽ) 国道180号 一般国道(指定区間外)2 013年以前 20. 8 8.1 -     都道府県 鳥取県 米子県土整備局 鳥取県 南部町 35゜22 ′48" 133゜ 20′37" 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 電線 管 無し 4 ,901 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅰ - Ⅰ - Ⅱ Ⅱ

頂版全体にW=0.1㎜～0.4㎜のひびわれが発生している。また、
ウィングに遊離石灰を伴うひびわれが発生している。予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましいとするが、主だった変状は

頂版のひびわれであるが比較的少ない。乾燥収縮が原因と推察し
ている。次回点検時において変状に進展がみられず、収束してい

る状態であると判断できるまで、経過観察とする。

○ Co補修 1. 3

18 53 _31 31300 005H 生山道路上菅BO X (ｼ ｮｳﾔﾏﾄ ﾞｳﾛｶ ﾐｽｹﾞﾎ ﾞｯｸｽ ) 国道1 83号 一般国道(指定区間外)2 005年以前 1 8 1 0.25 -     都道府県 鳥取県 日野県土整備局 鳥取県 日野町 35゜10 ′39" 133゜ 19′40" 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 無し 無し 1 ,454 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅱ - Ⅱ - Ⅱ Ⅱ

アーチカルバート構造であり、プレキャストの分割アーチと場所

打ちの土留壁で構成されている。アーチ内部の頂版側全体にW=0.1
㎜～0 .4㎜、側壁側に0.1㎜～0.5㎜のひびわれが発生している。ま

た、竪壁部に最大W=5.0㎜のひびわれ、うき、剥離、鉄筋露出が見
られる。予防保全の観点から措置を講ずることが望ましいとする
が、主だった変状は継手部の目地劣化と漏水痕であり、土留部に

は比較的大きなひびわれもある。内空部は未供用であり今後の漏
水状況にもよるが、目地補修など状況に応じた対策を行うことが

望ましいとする。

○ Co補修 3. 1

19 53 _43 17100 001H 折渡橋 (ｵ ﾘﾜﾀﾘﾊ ｼ) 県道安来伯太日南線 都道府県道 199 3 11. 9 5.2 -     都道府県 鳥取県 日野県土整備局 鳥取県 日南町 35゜14 ′43" 133゜ 13′52" 無し 上下線 指定無 し 有 一般道 無し 無し 842 ○ # #### ## Ⅱ Ⅱ Ⅰ - - - Ⅰ Ⅱ

頂版にひびわれ（W=0.1㎜～0.3㎜）、遊離石灰を伴うひびわれが
発生している。前回点検時からの進行も見られる。また、地覆側

面の遊離石灰を伴うひびわれに錆汁が混入している。
予防保全の観点から措置を講ずることが望ましいとするが、前回

点検結果との比較では新規変状や進行変状を確認しているもの
の、頂版等の主要部材での変状は比較的軽微あると判断して、経

過観察とする。

○ Co補修 0. 9

20 東浜I CBOX (ﾋ ｶﾞｼﾊﾏ ｲﾝﾀｰ ﾁｪﾝｼﾞ ﾎﾞｯｸ ｽ) 国道178号 一般国道(指定区間外) 202 2 14.5 9.9 -     都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 岩美町 35°35 ′49″ 1 34°21′57″ 無し 上下線 一次 有 一般道 無し 無し ○ -

21 日野谷アーチカルバート (日野谷アーチカルバート) 国道1 78号 一般国道(指定区間外) 202 2 25.2 12.5 -     都道府県 鳥取県 鳥取県土整備事務所 鳥取県 岩美町 35°35 ′13″ 1 34°21′57″ 無し 上下線 一次 有 一般道 無し 無し ○ -
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